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１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 一般質問

午前１０時００分開議

開議の宣告

○議長（市村博之君） 皆さんおはようございます。

ご報告申し上げます。

ただいまの出席議員は全員であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の会議に、地方自治法第121条の規定により出席を求めた者及び議会事務局職員の

出席者は、お手元に配付いたしました資料のとおりであります。

議事日程の報告

○議長（市村博之君） 日程についてご報告申し上げます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといた

します。

これより議事日程に入ります。

会議録署名議員の指名について

○議長（市村博之君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、５番藤枝 浩君、６番鈴木裕士君を

指名いたします。

一般質問

○議長（市村博之君） 日程第２、一般質問を行います。

通告の順に発言を許可いたします。

最初に、20番杉山一秀君の発言を許可いたします。

○２０番（杉山一秀君） 20番杉山一秀が一般質問を行います。

まず、消火水槽の役割についてお尋ねをいたします。

最近は、朝夕めっきり冷え込んでおりますが、あちらこちらと火災が多いような気がい
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たします。

さて、笠間市も、１市２町が合併し大変大きくなりましたが、その管理についてはいろ

いろと大変だと思います。特に火災の発生時、防火水槽や消火栓の果たす役割は大変重要

なことであります。

そこで、お尋ねをいたします。

まず、防火水槽１基での対応能力どれぐらいの規模に対応できるのかということであり

ます。あわせて、今まで旧式の防火水槽がありまして、非常に地上に突き出ていましたが、

柱にぶつかり死亡した人もいたと聞き及んでおりまして、大変危険であります。その古い

防火水槽は現在もあるのでしょうが、何基ぐらいあるのでしょうか。また、新しくかえよ

うとしていると思いますが、いつごろまでに変更するのでしょうか、お尋ねをいたします。

二つ目、建物密集地の防火対策はどのように対応できるようになっているのでしょうか。

三つ目、現在、笠間市は防火水槽、消火栓それぞれ全部で何基あるのでしょうか。

４番目、防火水槽、消火栓は全戸に対処できるようになっているのでしょうか。

５番目、防火水槽、消火栓の定期点検は全部行われているのでしょうか。

６番目、昨年の火災発生件数と防火水槽、消火栓は何カ所稼働し、全部対処し切れてい

るのでしょうか。

７番目、防火水槽と消火栓に対する要望が市民からあるのかどうか、お尋ねいたします。

以上の事柄についてまずお尋ねをいたします。

次に、県道真端水戸線大橋地域の計画変更についてお尋ねをいたします。

この道路については、私は約20年間改良を訴え続け、やっと大橋、池野辺の中間である

東洋ゴルフ場前の改良工事が始まり、大変感謝をいたしております。今後とも、最後まで

予定どおり進めていただきたいと思います。

さて、この道路の大橋地域の改良工事ですが、東小学校の東側を通るような計画と聞い

ておりますが、実際には県道として認められている東小学校の下に道路があり、このあた

りは以前深い谷底のようになっていました。しかし、現在は、盛り土をして道路として使

えるように改修されています。大橋地区の住民は、東小学校の東側の新道をつくるのに時

間をかけているのならば、県道として認定されている東小学校の下に戻すべきだと口をそ

ろえて言っております。この道路は県道ですが、笠間市内の中を通っている関係でお尋ね

をしておりますが、今後どのようにするのか、市当局の知っている限りの情報をお願いい

たします。

次に、笠間市大橋公民館の増設についてお尋ねをいたします。

現代は高齢化社会になり、公民館を利用した活動も大変多くなってきました。毎年笠間

市でも敬老会を行いますが、多数の人が参加されております。しかし、笠間市大橋公民館

の会場は狭く、入場し切れない現状であります。この公民館には、私と畑岡議員も出席し、

人があふれて、狭い会場だなといつも思っております。地元の人は、せめて一部屋でも増
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設して、ゆっくり入れるようにしてほしいと言っておりますが、市当局のお考えをお伺い

いたします。

次に、笠間市鴻巣ＪＲ鉄道下の道路についてお尋ねをいたします。

我々現代の交通手段は車社会ですが、どこも通勤時には、特に車が大変な混雑です。鴻

巣の踏切も、通勤時間帯には上下線の電車によって遮断機が長い間上がらないときがよく

あります。急ぎのときは非常に困るわけであります。

そこで、友部地区方面から乗り入れられるＪＲ鉄道下に一方通行の道路があります。電

車の通過などに関係なく大変便利ですが、その反対車線がどうしても必要であり、その道

路のわきにもう１本道路をつくれば、今のような渋滞がおさまるのではないかと思ったり

します。交渉する土地はあると聞いておりますので、ぜひ一方通行ではなく、ＪＲ下にも

う１本道路をつくるようにしていただきたいと思いますが、市当局のお考えをお伺いいた

します。

次に、台風対策についてお尋ねをいたします。

ことしの豪雨で、水はけが悪く被害に遭いました笠間小学校の前や行幸町は、今までは

水路の幅が広かったし、底も深かったので、水はけがとてもよく、豪雨にあっても余り影

響がなかったのですが、現在は、美観が悪くなるということかどうかわかりませんが、水

路の幅も狭く、底も浅く、水はけが悪くなったために雨の被害に遭ってしまうのでありま

す。住民が大変怒っているわけであります。この件につき住民の皆様にどんな対策を説明

するのか、または手直しをする用意があるのか、市当局のお考えをお尋ねいたします。

以上、お尋ねいたしましたので、わかりやすい説明をお願いいたします。

○議長（市村博之君） 消防長杉山 豊君。

〔消防長 杉山 豊君登壇〕

○消防長（杉山 豊君） 20番杉山議員のご質問にお答えいたします。

初めに、防火水槽１基の対応能力についてお答えいたします。

消防法に基づく消防水利の基準では、常時貯水量40立方メートル以上、または取水可能

水量が毎分１立方メートル以上で、かつ連続40分以上の給水能力を有するものでなければ

ならないと定められております。

また、先ほど申しました古い防火水槽でございますが、全体的な数は10基前後かと思い

ますが、正確な数字はまたお知らせいたします。これらの中で、古いもの、無蓋なものが

ございます。この中で、確かに道路から突出しているものにつきましては、先ほど申しま

した事故のあった防火水槽につきましては、来年度早速取り壊す予定でございます。それ

以外のものにつきましても、危険性の高いものについては、今後、来年から逐次解体して

いく予定でございます。

次に、建物密集地の防火対策ということでございますが、建物密集地の防火対策につい

てですが、まず、火災予防対策につきましては、密集地内の消防法の規制を受ける事業所
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等には定期的に立入検査を実施しまして、防火改善指導とあわせて初期消火、119番通報

及び避難訓練の指導を行うほか、防火管理者を対象とした防災講演会などを実施しており

ます。また、火災予防期間中には、火災予防広報や防火パレードを実施したり、消防団に

よる警戒なども行っております。

一般住宅につきましては、全世帯を対象に住宅用火災警報器の設置を推進しているとこ

ろでございます。

また、火災発生時の対策につきましては、行政区等の求めに応じまして、消火器や消火

栓の取り扱い指導及び防火講話などを行っているほか、消防署といたしましても、毎年、

密集地ごとの火災防御体系を定めた警防計画を作成するとともに、消防団各師団ごとに全

分団が参加しての中継訓練を消防署として合同で実施しまして、有事に備えております。

次に、現在、笠間市は防火水槽、消火栓、それぞれ全部で何基あるかというご質問でご

ざいますが、公設の防火水槽は全部で972基ありまして、そのうち40立方メートル以上の

ものが651基、40立方メートル未満は321基あります。消火栓は1,206基でございます。

次に、防火水槽、消火栓は市内全域を網羅されているのかというご質問でございますが、

平成21年度の消防施設整備計画実態調査結果によりますと、笠間市全体の防火水槽と消火

栓及び各施設のプールを含めた消防水利の充足率は84％となっております。平成18年度の

県内平均充足率が75％でございますので、笠間市は県平均より上回っております。

また、防火水槽や消火栓などの消防水利は市内全域をほぼ網羅されていますが、防火水

槽については、今後、増設や、40立方メートル未満のものを40立方メートルに改修し、あ

わせて消火栓も整備してまいります。

次に、防火水槽、消火栓の定期点検ということでございますが、点検につきましては、

防火水槽と消火栓合わせまして、笠間地区が678基、友部地区が942基、岩間地区が558基

を各消防署において年１回実施しております。

次に、昨年の火災発生件数、また防火水槽、消火栓は何カ所稼働し、全部対処し切れた

のかというご質問でございますが、平成20年中の火災件数は53件です。種別では、建物火

災が24件、林野火災が６件、車両火災が８件、その他の火災15件となります。防火水槽、

消火栓の稼働については、全体の火災で、防火水槽が27カ所、消火栓が25カ所、合計52カ

所使用し、いずれの火災も有効に対処しております。

続きまして、防火水槽と消火栓に対する要望でございますが、設置要望につきましては、

平成18年度から本年11月30日までに防火水槽が36件出ております。26件設置しております。

主に、消防団や後援会などからの要望となっております。消火栓につきましては、25件の

要望が出ており、15件の設置をしております。これにつきましては、道路拡幅工事や水道

管の布設替えなどによって行っております。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 都市建設部長橋本雅晴君。
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〔都市建設部長 橋本雅晴君登壇〕

○都市建設部長（橋本雅晴君） それでは、20番杉山議員さんのご質問にお答えいたしま

す。

初めに、県道真端水戸線の大橋地域の計画変更についてのご質問でございますが、この

路線につきましては、通勤通学等、地域住民に欠かせない路線でございまして、早期完成

が求められているところでございます。

現在の整備状況でございますが、大橋地区の吉田神社前から西側の全体延長2,150メー

トルにつきましては、平成19年度に整備が完了したところでございます。

大橋地区の東小学校から池野辺地区に向かう全体計画延長1,820メートルの整備につき

ましては、東洋ゴルフ場前の区間、延長にいたしまして380メートルの整備が、今年度工

事が完了したところでございます。

ご質問の東小学校東側の新道で時間をかけているなら、現道の西側に戻すべきではとの

ご質問でございますが、茨城県では既にバイパスの計画で改良工事や用地の取得に当たっ

ているところであり、本年度は東小学校東側バイパス区間内の共有地の合同調印を今月実

施する予定となっております。このようなことから、市といたしましても、今後とも地元

の協力を得ながら、引き続き茨城県と連携を図り、早期完成に向けて努力してまいります。

次に、鴻巣ＪＲ鉄道下の道路についてのご質問についてお答えいたします。

ＪＲ常磐線友部架道橋につきましては、昭和49年に現在のＪＲの前進でございます日本

国有鉄道と工事の施工協定を締結し、昭和51年に完成したものでございます。当初は相互

交通で計画しておりましたが、幅員が５メートルと狭いため、自転車、歩行者が危険であ

るとの判断から、車道３メートル、歩道２メートルの一方通行として供用を開始したもの

でございます。しかしながら、一方通行のため、この道路だけでは鴻巣踏切等の渋滞解消

には至りませんでした。

また、当該地域はＪＲの路線で分断されている南北地域間の一体化を図るため、昭和62

年に都市計画道路の計画決定がなされまして、平成12年度に鴻巣跨線橋を含む都市計画道

路宿大沢線が完成いたしました。この完成によりまして、踏切の通過車両が新設道路に転

換され、踏切の渋滞解消が図られたと判断しております。このようなことから、現時点で

は、今ある道路のわきに反対車線としての新たな道路を計画する計画はございませんので、

ご理解をいただきたいと思います。

次に、台風などの対策についてお答えいたします。

ことしの台風や集中豪雨などにより、笠間小学校や行幸町に被害がございました。市民

の不安を解消し、被害を出さないようにすべきではないかとのご質問でございますが、去

る８月７日に発生いたしました集中豪雨以降、地元の区長さんを初め、地域住民の皆様方

から、今回の浸水等の被害に対して数多くのご要望やご意見をいただいているところでご

ざいます。
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今回の被害の大きな要因といたしましては、最大１時間降水量81.5ミリメートルという

過去に例のない集中豪雨が原因と思われます。また、当該地区の水路は大半が有蓋化され

ていることや農業用水を兼ねていることも、少なからず影響しているものと考えておりま

す。

市といたしましては、喫緊の対応といたしまして、本年度は、大渕地区の蒲生用水の堰

の改修や、荒町地区のボトルネックとなっております排水路の改修に着手したところでご

ざいます。

議員ご質問の笠間小学校前や行幸町地区も含め、浸水が発生いたしました地域について

は、地域の既設排水路の流下能力等の調査、検討を行いながら、早急に整備が図られるよ

う努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 教育次長深澤悌二君。

〔教育次長 深澤悌二君登壇〕

○教育次長（深澤悌二君） 20番杉山議員のご質問にお答えいたします。

大橋公民館の利用状況を申し上げますと、平成20年度の公民館事業としての参加者数は

１回当たり10人から28人程度の実績となっておりまして、スペース的には特に問題はない

ものと考えております。しかしながら、敬老会の会場としては窮屈な状況であることは理

解しております。

増設ということでございますが、大橋公民館は、昭和56年以前の旧耐震建物である大橋

小学校を昭和61年に公民館として改修したものでありますので、増築する場合、耐震診断

を行い、耐震レベルまで補強するなど多額の改修費用が予想されることや、先ほど申し上

げましたとおり、利用状況から見て十分なスペースは確保されていると考えておりますの

で、現時点での増設は予定しておりません。

今後、施設の収容人数を超えて開催されるような行事が発生した場合においては、近く

に学校もございますので、そこでの利用をお願いしたいと考えております。

○議長（市村博之君） 杉山一秀君。

○２０番（杉山一秀君） ただいまそれぞれご説明をいただいてありがとうございました。

最初に、古い防火槽が10基もあって、そのうちの１基だけ来年直すという今ご回答をい

ただきましたが、やっぱりどこの場所でも、早く直してほしいなということは思っている

と思うんです。そこで、防火水槽を１基だけやるというのではなくて全部を改修してほし

いなということを聞いておりまして、その件についてもう一度聞きたいなと思っておりま

す。

それから、年に１回の検査ということでございますが、年１回ぐらいで間に合うのかな

と思ったりもします。すぐ故障をするということはないでしょうけれども、年に１回じゃ

なくてもう少し、半年に一遍ぐらいということにならないのかどうか、もう一度お尋ねを
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いたします。

それから、県道真端線につきましては、大分直してよかったということですが、東小学

校の東側を今月から始まるということですから、調印式が始まるのか、それとも実際に改

良工事が始まるのか、ちょっと聞き取れなかったんですけれども、そういうことについて、

いわゆる全体像のこともあろうと思いますから、今月始まるということで、全体ではいつ

ごろまでにやるのかなということを一度聞きたいと思います。もう一度お答えをいただき

たいと思います。

それから、鴻巣の踏切の込みぐあいというのは、以前から見ると大分少なくなったよう

に思いますが、それでも、一方通行、友部町の方から行く道路があるということになりま

すと、その反対側がやっぱり欲しいなと。新しい道路を、橋上橋をつくったようでござい

ますが、やっぱりそういう点も住民としては欲しいのかなということでございまして、ど

うしてもやらないと言えば仕方ないんですけれども、計画がないということですが、もう

一度何とか、もう１回、やるかやらないかということは、やらないということですから、

やってほしいなと願うのでございますが、そういう考え方をもう１回聞かせていただきた

いと思います。

それから、豪雨の対策についてでございますが、たくさん雨が降るか降らないかは、そ

れはわかりませんけれども、そういうことによって笠小前とか行幸町か水浸しになったと

いうことで、浅くなったり幅が狭くなったりしたのではないかと。水路がそういうふうに

なっていると思い込んでおりますから、そういう説明を、どういうふうにしていくのかな

ということをもう一度聞きたいなと。どういうふうに説明をするのかなということを聞き

たいなと思っております。もう一度ご説明をお願いいたします。

それから、大橋公民館の増設については、耐震のこともあるし、古いから全然やりたく

ないということでございますが、公民館がだめなら小学校を使ったらどうだということも

今言われましたが、それが本当にいいかどうかはわかりませんけれども、どうせ耐震化が

必要であれば、大池田財産区というのが大変にお金を持っております。そういうお金をこ

ういうところにぜひ使っていただいて、増設をしていただきたいなと思っておりますが、

もう一度だけその点についてお答えをいただきたいと思います。

○議長（市村博之君） 消防長杉山 豊君。

○消防長（杉山 豊君） 先ほど数字を申しましたが、先ほど言いました古い防火水槽の

中で、ふたのない無蓋の貯水槽が５基ございます。それ以外に、道路から突出している部

分では７カ所ございます。これらの改修につきましては、特に危険の高いところ、主に交

差点やカーブ付近に設置してあるもので、かなり突出している部分については来年度から

改修していきたいと思います。数につきましては、よく実態を調査しまして今後進めてい

きたいと思います。

また、点検でございますが、非常に数が多いものでございますから、各署で年間を通じ
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て歩いている関係上、現在は年１回で、これ以上はなかなか進まないものですから、それ

以外につきましては、消防団と協議しまして、団の方でもやはり点検しておるようでござ

いますので、協力しながら進めていきたいと思います。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 都市建設部長橋本雅晴君。

○都市建設部長（橋本雅晴君） それでは、杉山議員さんの再度のご質問にお答えいたし

ます。

初めに、真端水戸線の方でございますが、調印式が始まるのか、改良が始まるのかと、

また全体ではいつごろかというご質問でございますが、今回の12月に予定されているのは

合同調印式でございます。現在のところ、12月16日に予定いたしているところでございま

す。

また、全体的な計画はいつごろかということにつきましては、現在、ただいまご説明申

し上げましたように用地買収中でございますので、用地買収が完了次第、随時工事の方は

進めていきたいというふうに茨城県の方より聞いておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。

それから、鴻巣架道橋の方でございますけれども、何とかできないのかというご質問で

ございますが、鴻巣架道橋につきましては、現在、高さ制限を設けた架道橋でございまし

て、道路構造令を満たすのには断面も大型化しますし、アプローチの幅も長くなってまい

りますので、市道も当然それに伴ってつけかえることにもなりますし、家屋の移転等も生

じることから、実際に整備していくのは困難ではないかと考えております。

次に、集中豪雨のご質問でございますけれども、水路が狭くなったということで市民に

十分説明が必要ではないかというご質問でございますけれども、こちらにつきましては、

先ほどもお答えいたしましたように集中豪雨以降、市長初め、私ども職員も現地の方に赴

きまして、区長さん初め、地域住民の皆様方からたくさんのご要望やご意見をいただいて

いるところでございます。そういったことから、今後は一日も早く整備が進むように努力

してまいりたいと思います。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 総務部長小松崎 登君。

○総務部長（小松崎 登君） それでは、大橋地区の公民館、これについて大池田財産区

の財源で直すことはどうかというご質問でございます。

大池田財産区の財源を使ってやるには、当然、大池田財産区の議会の合意というのが必

要であるわけでございますけれども、それ以前に、この建物が昭和56年以前の建物である

ということ、そういうことを考えますと、かなりの改築費が当然かかってまいります。建

築基準法上満たすような建物にするのには、相当の費用がかかるのかなという感じをいた

しております。
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先ほど教育次長申しましたように、そういうことを考えますと、耐震診断などをすると

いうことを考えますと、現在、敬老会等で使うのがちょっと入り切れない程度の話と承っ

ておりますので、投資効果等を考えれば、大勢いるときだけどこか小学校等を使っていた

だく、これが一番よろしいのじゃないのかなと考えているわけでございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 杉山一秀君。

○２０番（杉山一秀君） 話を聞けば全部だめみたいに聞こえて、どうせだめなんだかわ

かりませんけれども、消防でも一生懸命やっているということで、随分人員がいるなと思

ったんですが、あんまりいないんだと。１年に１回点検するのがやっとだなどと言ってい

ますから、そういうことについても非常に、やっぱり半年に１回ぐらい見てもらわないと、

いつ故障するかわからないということもありますから、ぜひそれは実行をしていただきた

いと思います。

それから、県道真端水戸線につきまして、今ご説明をいただきましたが、調印式が行わ

れることはいいとしても、買収すればすぐ始まるということを聞きまして、全体的に買収

が始まるのはいつごろかということを聞きたいなと、知っていれば聞きたいなと。そして、

早く道路を完成させてもらいたいなということがお願いでございますが、その点について

知っていればお答えをいただきたいと思います。

それから、豪雨についてのお話でございますが、大分質問、要望等があるようでござい

ますが、そういう点については笠間市でもいろいろと考えながらやっていただけると思い

ますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

それから、大橋の建物の耐震のことでございますが、耐震作業をやらないで壊した方が

いいのかななんて思っているのかもしれませんけれども、地域のためには非常に大事なも

のでございます。そして、大池田財産区というのは、先ほどちょっと出ましたけれども、

たくさんお金があるんです。そういうお金を管理しているのは財産区議員さんでございま

すが、我々が何だかんだ言う席ではないのでございますが、やっぱり地域の皆さんがそう

いう要望があると、そのお金を使ってもよろしいというようなことが認可されれば、耐震

も含めて直せるのかどうか、お金があればやれるのかどうか、もう一度だけお伺いをいた

します。

○議長（市村博之君） 都市建設部長橋本雅晴君。

○都市建設部長（橋本雅晴君） 真端水戸線の再度の杉山議員のご質問にお答えしたいと

思います。

買収はいつから始まるのかということでございますが、先ほどもお答えいたしましたよ

うに、12月16日に合同調印式ということで契約することで現在準備を進めているところで

ございます。

以上でございます。
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○議長（市村博之君） 総務部長小松崎 登君。

○総務部長（小松崎 登君） 大橋公民館のことでございますけれども、財産区にお金が

あるので、その金を使ってやってはどうかということでございますけれども、財源がある

のと、その投資効果がどうなのかというのはまた別問題だろうと私考えております。年に

一、二回、そういった老人会、敬老会の集まるために、あの建物の耐震化、それから増築

というのは、費用対効果を考えた場合に地域住民から理解が得られないのかなと感じてい

るわけでございます。現在の建物をそのまま使うのと、それから一部増築ということにな

りますと、現在の建築基準法でやらなきゃならないということになりますので、議員さん

想像している以上の金額が当然発生してくると。そういうことになろうかと思いますので、

費用対効果を考えた場合は、現在の建物を利用していただくのがよろしいかなと考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 都市建設部長、先ほど杉山一秀君の質問は、全体の買収はいつご

ろかという質問だったような気がするんですが、その点の回答じゃなかったような気がす

るんですが。

都市建設部長。

○都市建設部長（橋本雅晴君） 全体の買収はいつごろかということでございますけれど

も、まず初めに共有地の方から進めまして、12月16日を初日として買収に入っていくとい

うことで進めていきたいという県の方の考え方でございます。

以上でございます。

○２０番（杉山一秀君） ありがとうございました。

○議長（市村博之君） 杉山一秀君の質問を終わります。

次に、７番鈴木貞夫君の発言を許可いたします。

○７番（鈴木貞夫君） 日本共産党の鈴木貞夫です。通告に従い、一般質問を行います。

来年度予算編成の時期となりました。国は事業仕分けが行われ、多くの国民の関心もあ

り、交代した政権への期待が高まってきたことも確かです。しかし、今回の事業仕分けを

見ていくときに、国民への負担増を強いることになり、問題点が多々あります。

例えば子育て支援月２万6,000円の支給ということが言われておりますけれども、その

財源として所得税、住民税の扶養控除の廃止は、所得の低い人ほど課税所得の増加により、

多くの人々に雪だるま式に負担増を引き起します。計画どおりに実施されると、子育て支

援が支給されたとしても、実質的な収入増は低所得者ほど低額となり、現在子ども手当月

１万円が支給されていない所得900万円以上の高額の所得者の方が、実質的収入増になる

とさえ言われております。日本共産党は、所得の低い人の収入を今こそ増加させるべきだ

と主張しております。

年末を控え、失業者増や来春の卒業者の就職難の中で、派遣村が年中行事になりかねな
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い現在、市の予算が今編成されておりますけれども、市民への生活支援、地場産業への支

援となることが必要というふうに考えます。

今回の一般質問は、今までも取り上げてきました問題を取り上げました。前回までの答

弁は、現状の説明のみと言っても過言ではありません。私は、これらの質問に対し、今後

どのように指摘した問題点を解決していくのか、市長を中心とした執行部の答弁を期待し、

以下質問を行います。

まず、第１番に、今後とも予想される豪雨対策の問題です。

先ほど杉山議員からも質問がありました。私は、この問題についても９月議会で取り上

げてきましたが、答弁にあった計画の具体化について、22年度予算にそれらの措置が計上

されるのか、まずお聞きしております。

笠間市は、周囲を山に囲まれ、多くの河川があり、その中には川底が上がっているとこ

ろが見られます。また、市街地の住宅地の排水計画とともに、河川を含めた市全体の計画

が必要な現状になっている今、次の問題点を指摘したいと思います。

吾国山から流れる稲田川、岩間地区上郷地区を流れる桜川のように、川底が上がってい

る中小の河川が市内には多くあります。これらの河川の状況を市として把握しているのか、

またその対策を考えているのか、お伺いします。

二つ目に、市街地や住宅地の都市下水路は機能しているか。友部、岩間地区にも住宅地

の開発に伴う排水路問題が起きているというように聞いておりますが、市としての対策と

いうのはあるのかどうか。

三つ目に、笠間地区については９月議会で取り上げましたが、被害地域の住民の声を直

接聞くと問題がはっきりするので、多くの人たちの意見を聞くべきだと思います。

そこで、四つ目に、蒲生用水について、私がいろいろの人たちから聞いた問題を主に取

り上げてみたいと思います。

まず、この蒲生用水、いわゆる都市下水路ということになってございますが、果たして

機能しているのだろうかということが大きな問題です。

ｂとして、才木の交差点手前で、私は涸沼川への放流をすることがどうかということを

前回も質問しましたが、何ら回答がありません。しかし、今回、あそこの任意の水利組合

の人たちに話を聞いたときに、一応あるそうです、涸沼川への。ところが、小さくて、果

たして大きな雨が降ったようなときに、豪雨のときにそれが対応するかは疑問だというこ

とでありまして、一応はあるそうです。そういう問題、それをどういうふうに改良するか。

そして、農業用水としてまだ使われている面があります。止水板が何カ所かあるわけで

すけれども、私は、必要のないときはこれを外せるようなことを考えないと、この止水板

があるおかげで、蒲生用水の何割かは用水としては機能しない。また、土砂等がその中に

堆積してしまうという問題が起きているのが現状です。

笠間小の北側に、馬廻の方、東側から流入する水路があります。これは涸沼川へ直接放
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流できるように考えないと、今回の８月７日のときに笠小の前で水があふれて、あの重い、

いわゆる暗渠にしている板、とても人の力では持ち上げられない、車さえそこの上を通る

ような板が２カ所で持ち上がりました。やはりこの対策というのはとらないと、あの地域

の問題というのは私は解決しないと思います。

ｅとして、前回も言いましたけれども、笠間小学校の数本の、数センチぐらいの水みち

が、中学へ行くところのあの道から見るとはっきりと見えるんですね。あれはグラウンド

としての機能も考えて、ただ排水がよいという問題でなくてして、何らかの対策を考えな

いと、児童の運動にも支障を来すのではないか。行ってみればはっきりわかります。そこ

だけはやわらかいために、ちょっとした雨でも流されてしまう。その水が、その砂をもっ

てあそこの355を突っ切ってその前の人家に流れ込むと。前回のときに水はなくなったけ

れども、あとの砂の処置に困ったと何軒の人からも聞きました。今行っても、塀の周りが

白い砂が堆積しているのが見えます。この問題というのは、児童の問題も含め、全体の排

水計画というか、あそこへ上から流入しない問題をどう解決していくかということが問題

だと思います。涸沼川への放流、ここが増水時に水没して逆流するということも指摘され

ました。そういうことも必要ではないかと思います。

それでまた、道路より低いところに民家が多々あるんですね、ずっと歩いていくと。こ

の問題で地域の人と話したときに、舗装工事を手直し改修したときにだんだん高くなって

しまって、したがって昔からある家が低くなってしまったということが指摘されました。

また、このことで地域の人に聞いたときに、側溝、道路と、いわゆる車道と歩道を隔離し

ている縁石がありますけれども、あそこに３インチか５インチぐらいのパイプが入ってい

て、道路の水が蒲生用水に入ることになっているんだけれども、そういうことを改良のた

めにやって、道路が高くなって、それがみんなふさがれているということを指摘されまし

て、私も見て歩いたら、ほとんどがこういうふうにふさがっちゃっているんですね。この

ぐらいの管ですけれども、その辺をどう考えるのか。これは低い家の問題も合わせてやっ

ていかなきゃならないと思います。

大和田都市下水路がつくられたと言っておりますけれども、これが大きな下水路として

は、いわゆる涸沼川へ流す水路としては、この放水管が一番でかいように思いますけれど

も、そのほかに数本何カ所かあるんですけれども、既に機能していない、そういう放水路

を閉鎖してしまったような水路も見えると。やはりこの下水路の放水路の機能というのを

直さない限り、旧笠間地区の問題というのは解決しないだろうと思います。

２番目に、後期高齢者医療制度についてです。

当制度は２年が経過して、２年で保険料の見直しをするとしています。昨年６月の参議

院の廃止法案では、ことし４月にもとの老人保健制度に戻すと決議されました。廃止を明

言したものの、民主党政権では新制度をつくるまで先送りするというような動きがあり、

現在の笠間市の問題点について伺っておきます。
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まず、短期保険証、保険料を滞納して保険証を取り上げられ、有効期間を縮めた短期保

険証を発行された高齢者は、全国で２万8,203人、茨城県は1,370人と厚労省の調査が示さ

れました。この1,370人というのは、全国の大体５％に当たる。47都道府県の中でも、断

トツに高い数字となります。笠間市では短期保険証の発行というのは何人だったのか。

二つに、以前、国保の場合は高齢者の保険証は取り上げないというふうにしてきました。

しかし、この後期高齢者の制度では、滞納者からは保険証を取り上げるということが明記

されている。高齢者から保険証を取り上げることは死に直結するとの批判に、厚労省は、

保険料の軽減措置を受けている人や低所得者には原則として資格証明を交付しないよう通

知を広域連合に出しております。笠間市にはそれらの適用された人がいるのか、お聞きし

ます。

終末期患者の在宅往診体制についてです。これは何回も聞きました。市は２カ所の医療

機関があると回答しましたが、どこも話し合ったこともないし、その体制もないことを、

私がいろいろ聞き取った結果では判明しました。広域連合の議会でこの点を質問しました

が、至ってあいまいでよくわかりません。その後、この往診体制について、市としては何

らかの具体的な対策をとったのかどうか、改めてお聞きしておきます。

三つ目に、エコフロンティアかさまの安全性についてです。

この問題はこれまで何度も取り上げましたが、いつも「安全です」ということで、高温

溶融炉の危険性についての認識が私は不足しているのではないかと考え、以下伺います。

まず、バグフィルターというものが万能なのかという問題です。高温溶融炉の排ガス処

理は、２次燃焼室、減温塔、バグフィルター、そして煙突から排出されるということにな

っております。問題なのは、１炉320本あるろ布材が故障があったときに、処理されない

生ガスが直接煙突から出てしまう、そのようなときどう対処するかということです。これ

まで市の答弁によると、一、二本や数本壊れても排ガスの基準を超えないと簡単に言って

おります。これは私は大問題だと指摘せざるを得ません。

かつて新潟県出雲崎にある新潟県の環境保全事業団がやっている施設の中で、炉のバグ

フィルターの１本が故障した際に排ガスに問題が起き、数カ月停止し、結局は全部バグフ

ィルターを交換したということが数年前にありました。１本故障している炉さえ停止せざ

るを得ず、2000℃という高温炉は温度が下がるまで１日以上要するとしています。この間

生ガスが排出されていくことになる。その対策があるのか、それをどう考えているのかと

いう問題です。エコフロンティアかさまにはそのような対策がなく、私は、欠陥炉と言わ

ざるを得ないと言っておりますけれども、市として市民の安全を守るための対策としてど

のような考えがあるか、お聞きしておきます。

二つ目に、排ガスの自主管理基準を超える件についてです。排ガスの自主管理値につい

て、監視委員会に提出される資料には、３カ月ごとに高温溶融炉の排ガスのデータが出さ

れます。しかし、その中に、特に塩化水素、ＨＣＬの数値が自主管理値を上回ることが頻
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繁にあり、その原因を事業団は、廃棄物の中に塩化物が多いからと説明しております。し

かし、この炉がつくられるときに、事業団、県、市は、従来から、高温溶融炉は何でも無

害化するという触れ込みで建設しました。そして自主管理値を決めたわけです。また、そ

れについては監視委員会の委員からも指摘されておりますけれども、みずから決めた自主

管理値を守らない実態を市はどのように考えているのか、対応しているのか、お聞きして

おきます。

四つ目に、笠間市の奨学金制度についてです。

この問題についても、８月議会でも取り上げました。６月議会でも取り上げましたが、

市独自の奨学金制度の財源がなくなり廃止するとしているが、不況の背景の中で若い人た

ちの勉学の意を砕いてしまうのを私は危惧します。勉学は個人の利益のみならず、笠間市

の発展や日本の将来を支える原動力となるものと考え、市の一般財源を投入しても奨学金

制度を継続するよう、市長としての決断はどうなのか、見解を伺います。

以上で第１回目を終わります。

○議長（市村博之君） ここで暫時休憩いたします。

なお、11時10分に再開いたします。

午前１０時５６分休憩

午前１１時１０分再開

○議長（市村博之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

都市建設部長橋本雅晴君。

〔都市建設部長 橋本雅晴君登壇〕

○都市建設部長（橋本雅晴君） それでは、７番鈴木（貞）議員のご質問にお答えいたし

ます。

初めに、９月議会でも取り上げ答弁があった計画の具体化について、22年度予算に計上

されているのかとのご質問でございますが、去る８月７日に発生いたしました集中豪雨以

降、現状の把握に努め、地元区長さんを初め、地域住民の皆様方から、今回の浸水等の被

害に対し数多くの要望やご意見をいただいたところでございます。市といたしましては、

先ほど杉山議員さんにもお答えいたしましたとおり、既に一部工事に着手しておりまして、

早期に整備が図られるよう努めてまいります。

また、新年度22年度予算に計上されているのかとのご質問でございますが、新年度予算

については、現在協議中でございます。

次に、１番の吾国山から流れる稲田川、岩間地区上郷を流れる桜川のように、河床が上

がっている中小の河川が市内には多くある、これらの河川の状況を市として把握している

のか、また対策はあるのかとのご質問でございますが、しゅんせつの要望につきましては、

区長などから要望が出されてまいります。これらを受けまして、市では、水戸土木事務所
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の河川整備課につなぎまして対応をお願いしておりますので、しゅんせつの要望につきま

しては把握をいたしております。

次に、対策でございますが、茨城県では、河川のしゅんせつにつきましては、各市町村

より要望かあった場合には、現地を確認いたしまして、緊急性等を考慮し、年次計画を立

てて進めていると伺っております。

茨城県が管理する笠間市内を流れる１級河川は13河川ございますが、平成20年度にしゅ

んせつ工事を実施した河川は、稲田川、稲田沢川、涸沼前川、桜川、随光寺川の５河川で

ございます。平成21年度も、引き続きこの５河川につきましてはしゅんせつ工事を実施す

る予定と伺っております。

また、本年度、二反田川、涸沼川の福田地区、飯田川のしゅんせつ工事の要望が出され

ておりまして、こちらにつきましても平成22年度以降順次しゅんせつ工事を進めていきた

いということで茨城県より伺っているところでございます。

次に、市街地や住宅地の都市下水路は機能しているかとのご質問でございますが、本市

における都市下水路の整備状況は、笠間地区におきましては佐白都市下水路、大和田都市

下水路、稲荷都市下水路の３路線、友部地区におきましては１号幹線都市下水路、裏川都

市下水路の２路線が整備されております。また、このほかにも、都市下水路としての位置

づけはしてはございませんが、下郷、吉岡地内及び鯉淵地内と、同様の機能を持つ排水路

が整備されております。

これら排水路につきましては、市街地宅地内の排水処理に大きな役割を果たしておりま

すが、近年見られます集中豪雨のような想定外の雨量には、対応し切れない部分があるの

も事実となっております。また、友部、岩間地区にも住宅地の開発に伴う排水路問題が起

きていると聞いているかというご質問でございますが、区長等とも連携を図りながら、排

水路の改修や排水路を確保するなど、整備を行っているところでございます。

また、住宅開発等の開発指導につきましては、雨水が公共水域に直接流れないよう、排

水量を調整する浸透桝等を設置するなどの指導を行っているところでございます。

次に、３番の笠間地内について９月議会で取り上げたが、被害地域の住民の声を直接聞

くと問題がはっきりするのではないかというご質問でございますが、発生当時より、市長

初め、市職員が現地に赴き、直接地域の皆様の意見を聞いているところでございます。ま

た、区長を中心に要望書もまとめられまして、既に市の方にも提出されているところでご

ざいます。

次に、４番の蒲生用水についてのご質問でございますが、初めに、都市下水路として機

能しているのかというご質問でございますが、蒲生用水路は涸沼川から旧笠間市街地内の

水田に水を引くためにつくられた水路で、今なお残る農地に用水を供給するための機能を

残してつくられました都市下水路には、止水のための堰があり、集中豪雨時にはこれらの

堰が撤去できないことから、流下能力を低下させ、部分的にあふれることも考えられます。
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現在のところ、通常の降雨時には機能しているものの、予測不可能な集中豪雨時において

は、止水堰の管理の状況で、都市下水路の状況に少なからず影響が出ていると考えられま

すので、十分な機能を確保できるよう堰の管理者と協議をしてまいります。

次に、才木の交差点前で涸沼川へ放流することはどうかとのご質問でございますが、平

成21年度事業で、蒲生用水止水口、大渕地区でございますが、堰設置工事を行っておりま

して、この堰が完成いたしますと涸沼川とのところで遮断できますので、才木の交差点手

前での涸沼川への放流水路の整備は必要ないと考えております。

次に、農業用水の止水板を必要としないときは外すことが考えられないかとのご質問で

ございますが、農業用水のための止水板の管理は、基本的には受益者、いわゆる用水を必

要とする者が管理することになっております。市といたしましては、用水を必要としない

ときの止水板の管理について協議してまいりたいと思います。

次に、笠間小北側に東側から流入する水路があるが、涸沼川へ直接放流できるようにし

たらどうかとのご質問でございますが、この大和田都市下水路は、佐白山一帯を集水区域

として笠間小学校の東側を上流といたしまして、旧国道355号を横断し、旧国道355号と並

行に大和田五差路交差点から西へ向かい、涸沼川へ直接流れております。

次に、涸沼川への放流口が増水時に水没し逆流することがある、その対策も必要ではな

いかとのご質問でございますが、ご質問の箇所は大和田都市下水路の涸沼川の排水樋管だ

と思いますが、この排水樋管の構造は、涸沼川の最大計画洪水水位と大和田都市下水路の

計画水位は同じ高さで計画されておりまして、涸沼川の最大計画洪水水位を超えない限り

大和田都市下水路に逆流することはないものと考えております。

次に、道路より低いところがある民家への対策についてのご質問でございますが、道路

には雨水を処理するための排水溝が設置されております。道路面より民家の敷地が低い場

所においては、雷雨等のように短時間で多くの降雨量の際には、排水溝をオーバーして雨

水が民地に流れ込む箇所が市内に見受けられます。市といたしましては、民地側に雨水が

流れ込んでいるような箇所については、既に整備に向けて着手しているところでございま

すが、引き続き調査を行い対応してまいります。

次に、大和田都市下水路は佐白山を集水区域としていると答弁しているが、集中豪雨時

の機能がないのではないかとのご質問でございますが、この都市下水路の断面決定の諸元

は１時間当たりの降雨量が51.9ミリメートルで設計されており、都市下水路としての機能

は有しているものと考えております。

しかしながら、今回のような過去に例のない降水量は、設計をはるかに上回っているこ

とが原因と考えられます。市といたしましては、８月の集中豪雨時であふれた排水路につ

いて、流下能力の調査、検証をさらにしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

以上でございます。
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○議長（市村博之君） 教育次長深澤悌二君。

〔教育次長 深澤悌二君登壇〕

○教育次長（深澤悌二君） ７番鈴木（貞）議員のご質問にお答えいたします。

笠間小学校の運動場には、数本、数センチの深さの水みちの跡がくっきりと残っている

とのご質問でございますが、笠間小学校の校庭内の雨水は、通常、校庭に浸透しておりま

す。８月の豪雨時には浸透し切れず外に流出いたしましたが、通常は校庭内に設置してあ

る集水桝に流入し、排水路を通して都市下水路へ排水している状況にあります。

校庭内の土砂が民家へ流れ込んでいるとのことでありますが、市の調査においては確認

できませんでした。また、砂の流出については集水桝に堆積する砂を取り払うことにより

防げると思いますので、管理を徹底してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 保健衛生部長仲村 洋君。

〔保健衛生部長 仲村 洋君登壇〕

○保健衛生部長（仲村 洋君） 短期保険証の①の質問でございますが、笠間市におい

て短期保険証を発行された方は何人かとのことでございます。11月30日現在、被保険者

9,465名のうち３名の方に短期保険証を交付してございます。

次の質問では、平成21年５月20日、10月26日の２回、厚労省保険局から広域連合への通

知による資格証明書の件でございますが、それらの通知に基づいて、茨城県広域連合では

資格証明書の交付はしない方針ですので、笠間市でも適用された方はおりません。

次に、終末期患者の在宅患者への往診体制についてのご質問でございますが、現在、市

内で三つの医療機関が在宅療養支援診療所として登録しております。調査の結果、いずれ

も話し合ったことがないし、その体制もないとのことでございますが、在宅療養支援診療

所とは、当該診療所において24時間の受け付け体制、または他の医療機関との連携による

24時間の往診体制や訪問看護の体制が確立され、関東信越厚生局茨城事務所に届け出た医

療機関であり、市や広域連合と協議するものではありません。今後、現在進められており

ます医療制度改革等により、全体の往診体制も検討されるべきと考えております。

○議長（市村博之君） 市民生活部長打越正男君。

〔市民生活部長 打越正男君登壇〕

○市民生活部長（打越正男君） ７番鈴木（貞）議員のご質問にお答えいたします。

エコフロンティアかさまの安全性についてのお尋ねでありますが、初めに、バグフィル

ターの件についてでございます。

バグフィルター、いわゆるろ過式集塵機につきましては、ご存じのように排ガスを処理

するための装置でございますが、エコフロンティアかさまにおきましては、バグフィルタ

ーの内部には320本のろ布材が装着されており、このろ布材の中を排ガスが通ることによ

って排ガス処理をしていくものであります。
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そこで、万が一このろ布材に故障が生じたときの対応でございますが、溶融処理施設の

中央制御室にはバグフィルター内のろ布材を監視するマノメーターが設置されておりまし

て、ここで数値の異常が発見されれば直ちに運転を停止させ、発生ガスが未処理のままで

排出されるという事態を防止するものであります。

なお、ご質問では、炉を停止させたとしても、高温炉は温度が下がるまでに１日以上要

するとし、その間生ガスが排出されてしまうとのことでありますが、炉を緊急停止させる

ことでこの問題は生じないことになります。確かに、炉をとめる場合には、廃棄物が燃え

尽きて温度が下がるまでには１日か２日を要します。しかし、このような炉のとめ方は、

通常、休炉する場合とか点検する場合にとられる方法で、緊急対応が求められる事故時等

には用いられない方法でございます。

さらに、他県の焼却施設の事例が紹介されておりますが、この施設におきましては、バ

グフィルター自体に問題があったわけではなく、ダイオキシン類対策を改善していく中で

合わせて安全性を確保する観点から、バグフィルター内のろ布材を交換したというふうに

伺っております。

また、廃棄物処理施設の維持管理につでは、エコフロンティアかさまに限らず、事故を

未然に防ぐための対策、心構えが大切でございます。事業団におきましては、法定点検を

初めとして自主点検を入念に行うなど、事故の未然防止に向けたチェック体制に万全を期

しているところでございます。

市におきましても、そのような考え方を共有し、住民から信頼される安心・安全な施設

を維持すべく事業団に働きかけてまいりたいと考えております。

次に、排ガスが自主管理目標値を超えているとのご指摘でございます。中でも、特に塩

化水素が自主管理値を上回るとのご指摘ですが、確かに６月から８月の排ガス常時監視デ

ータによると、塩化水素については、１日の平均値ではすべてクリアしているものの、最

大値では自主管理値を上回る日が見受けられます。この状況を別な角度から見てみますと、

１日のうち約40分間自主管理目標値を超えていたということになります。しかしながら、

この自主管理目標値は、事業団が独自に法令の基準に上乗せして設定したもので、法令の

基準自体はクリアしていることから、安全上は問題ないものであります。

また、塩化水素が自主管理目標値を超えてしまう原因でございますが、ご指摘のように、

廃棄物中の塩化物質がその原因でございます。これにつきましては、事業団において、搬

入業者に対して塩ビ類の分別要請をするとともに、受け入れ段階においても分別を徹底し

て処理を進め、自主管理目標値の遵守につなげたいとの考えでございます。

市におきましても、事業団自身が定めた自主管理目標値を守ることは非常に大事なこと

だと考えております。今後とも一層の努力を促し、常時管理目標値をクリアするよう働き

かけてまいりたいと思います。

○議長（市村博之君） 18番大関久義君が所用のため退席いたしました。
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教育長飯島 勇君。

〔教育長 飯島 勇君登壇〕

○教育長（飯島 勇君） 笠間市の奨学資金については、私ども教育委員会が所管をして

ございますので、私の方からお答えをさせていただきます。

私の方から６月議会でもお答えしましたように、この奨学資金は篤志家の寄附によって

創設したものでございまして、今年度39名の方を対象に給付いたしまして、そして基金の

残高が145万7,000円となってしまいました。したがいまして、このまま現在の奨学金制度

を維持継続することは困難となりますので、廃止せざるを得ないと考えております。

今、議員からのご質問のように、一般財源を投入してということですが、そうした場合

には、この奨学金資金ではなくて、新たな制度を立ち上げるということになるかと思いま

す。その際ですが、今、国では、高校生や大学生も含めて、授業料であるとか、そういう

検討が進められております。また、国としての奨学金資金のありようの検討もあると報道

でされております。したがいまして、そういうものの動向を見ながら、本市の、もし子ど

もたちに奨学資金制度、そういうものが必要だとすれば、そういうものを新たに検討して

いく、そういうふうに私どもでは考えているところです。

例えばですが、６月のところでもお話し申し上げましたように、緊急に学校に行けなく

なったとか、そういう子どもたちに対応できるような形の給付制度、そういうものもある

と思います。現在の奨学資金制度が給付ということで、本来の奨学資金のありようでいい

のかどうかということも検討しながら、そういうことを考えていきたいと思っているとこ

ろでございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 鈴木貞夫君。

○７番（鈴木貞夫君） 一応答弁ありましたけれども、順序ちょっとあれしますけれども、

今出た奨学金の問題、私は、市長がこれから市政を運営していく上で、笠間市における勉

学を希望する人たち、殊に所得が低くでできない人たちに、市独自としての奨学金制度と

いうのをつくる必要があるのではないかということで、市長の決意をお伺いするというこ

とで質問の相手を市長ということで上げたわけですね。今、教育長が説明されたことは、

前から聞いておりますのでよく承知しております。それだけのことであれば、資源がない

からやめました、で終わりです。それでは余りにもこれからの教育制度に対する市として

の熱意がないのではないかと。そこで、私は、一般財源を多少入れたとしても、やはり将

来のことを思えば、奨学金制度の確立というのが必要だと。今、いろいろ大学生や高校生

の授業料問題、その他が持ち上がっておりますけれども、必ずしもそれと奨学金制度がリ

ンクして有効になるかどうかということは定かではありませんので、その点について市長

の決意を一つお聞きしたい。

集中豪雨の問題です。私は前から言っていますけれども、区長さんや地域の人たちにい
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ろいろ聞いて、要望があれば県に出す、水戸の事務所に出すということでやるのでなくし

て、私は、自主的に、今、笠間市全体の中で河川がどういう状況にあるかということを、

地域の人たちとも協力しながら自主的に調査してみたらどうでしょうか。それをしない限

り、突発的な豪雨に対する対応は私はできないと思うんですね。それで、そういう計画を

出して、県やなんかに長期的な要望を出すということが、私は全体的な、今この問題聞い

ていて思いました。ぜひとも都市部の問題とそれ以外の山間地の問題を含めて、どういう

ふうに今笠間の河川がなっているか自主的に調べてほしい。管理の問題であれば、市であ

り、国であり、県であるというふうな河川の状況ですから、一概に市が決めたからといっ

て改修その他できませんけれども、それを自主的に調査するのはやはり地域の人たちと市

だと私は思いますので、ぜひそういうことをやってもらいたい。

驚くような河川もありますから。私も何カ所も見ました。これで河川なのかどうか、遠

くから見たら本当に原っぱのようにしか見えない河川もあるわけで、ぜひとも直ちにそう

いう調査をしてほしい。そういう計画があるかどうかということを、私は聞いておきたい

と思います。

今、何本かの都市下水路が笠間市の中にもあって、機能しているというふうに言われて

いるわけですけれども、この都市下水路と、いわゆる下水道の問題というのはリンクして

いくか、それともどういうふうに共存していくか私もちょっとわかりませんが、私はその

都市下水路も含めて、ぜひ計画されている、またはある都市下水路の図面というか、どこ

にあるかということをぜひ示してほしいと思うんです。その上で、いろいろな地域の人た

ちと、具体的にこの問題というのは聞いていかなければならない。晴れたとき行っても水

はないわけですから、全然わかりませんから、そういう点をぜひやってほしい。

私は、幾つかの具体的な問題を挙げました。今それぞれにありましたけれども、やはり

蒲生用水で一番気になるのは、才木のところからここに来たときに、途端に低く、私この

間何日か前に行って初めてわかったんですけれども、ぐっと狭くなっているところがある

そうですね、大町で。これは昔の半分もないよと。そして、上からのぞくと水が滞留して

いるんですよ。ＮＴＴの前あたりですね。あそこが一番低くてあそこへ集まってくると。

そこの人に聞いたら、夏は蚊が発生するというんですよ、あの都市下水路。蚊柱が立つぐ

らい夕方出てくることがあると言うんです。とてもじゃないけど、たまったものじゃない

と言うんですね。見ると、水流れてない。夏も大雨でも降らない限りは流れない。そこを

どういうふうに、土砂さらったのかと聞いたら、「いやあ、いつ土砂払ったかな、合併す

る前に一回ぐらいやったかな」という話はあるけれども、たしか入れないんですよ、この

ぐらいの穴しかあいてなくて、コンクリート打っちゃって。どうなっているかわからない

と。やはりこれは調査してもらって、蚊が発生するなんていうことは考えられない。

それで、何本も、下の方というか、涸沼川に向けての放水路はあるわけですけれども、

その中には、本当にめくらにしちゃった、そこへ入れば下の新町の人たちの方へ流れ込む
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ので問題があるからと言われてふたしちゃった、機能してない、そういうのもあるんです

よ。そういうのを調べてやってもらわないと困る。

それと、もう一つ言われたことは、これをちゃんと生かしたら、いざというときの消防

用水になるんじゃないかと、機能していれば。そういうことを地域の人は思っているんで

すね。大火事のあったとき、消火栓もここにありますけれども、すぐ家の前であければ使

えるように、蒲生用水が生きていれば、消火に役に立つんじゃないかということも言われ

ました。見ると、水は流れていないわけですから、そうはいかないし、やはりこの点は全

面的に土砂さらいも含めて、ぜひ行っていただきたいと思います。

それと、私は旧笠間市内だけを取り上げていますけれども、ほかのところから連絡もら

ってちょっと話したりすることもありますけれども、ほかの地域についても、殊に住宅地

が新しく出てきたところは、さっき言われたような、都市下水路と放水路とちゃんと結ん

でいるかどうかということを含めてぜひ調査して改善するように、そういう計画があるか

どうかということを聞いておきたいと思います。

後期高齢者問題、今までも何回も取り上げました。この問題というのは、私は広域連合

の議員ですから、いろいろとあちらでも質問しましたけれども、短期証明書の問題は、今、

回答いただきましたので、それでとりあえずあれして、終末期問題、この間私、広域連合

で聞きましたけれども、はっきりしないんですね、県の方でも。県の広域連合の事務局で

も、そういう体制についてはありますということだけで、具体的にははっきりしない。

私が聞きたいのは、前も言いましたけれども、たしか旧笠間市内に２件ある。ほかを入

れて今３件だと、終末期患者の在宅治療について。ところが、その２件というのが、公表

してもらったら困るとさえ言っているんですね。自分のところが24時間体制で往診します

などと言われて、来られたって困るんだから、そんなこと名前出さないでくれと言われた

んじゃ、全然ないと同じじゃないですか。だから、それをどこが責任持つか。

厚労省が出したパンフがありますね。あの最後のページには、でかく、問題があったり

質問があるならば市町村の窓口に行ってくださいと、ここに書いてあるんですね。住民は

市町村の窓口に行って聞けと厚生労働省は言っているわけですけれども、実際それに対応

できるような、そういういろいろな資料、いわゆる方針等が市に示されいるのかどうか、

その辺どうなんでしょうか。

私は広域連合でも言いましたけれども、どこが責任持つんだと、この後期高齢者医療制

度。国なのか、県なのか、市なのか、広域連合なのか、どこなんだと。全然責任持ちます

という組織がないんですね。摩訶不思議で、それで私たちは廃止ということを常に言って

いるわけですけれども、私が心配する一つには、そういう在宅診療問題というのを医師会

なり何なりと、市が話し合いする場じゃないんだということをおっしゃいましたけれども、

広域連合に要望するなり、県や国に要望するなりして、とりあえず３年後には廃止される

方向になっていますけれども、今、存在しているわけですから、それについてはぜひやっ
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てもらいたい。これは本当に市町村の職員が一番大変だと思うんですよ。広域連合は全然

何もしませんからね。その辺を勘案しても、余り市の事務局にいろいろ質問しても大変だ

と思いますけれども、ぜひ努力だけはしていただきたい。

エコフロンティアの問題、何回も取り上げます。この間、茨城新聞によりますと、12月

４日に県議会の第９回県出資団体調査特別委員会というのがあって、24団体についての調

査をしたと。その４番目に、いわゆる環境保全事業団がある。そこに事業団と廃棄物対策

課からの資料、方針が示されている。私はそれを見て驚いたんですけれども、この処分場

というのは、溶融処理の問題というのは、15年の耐用年数と言われたのが20年、埋め立て

期間は10年と約束していたのが30年、さらに県内外からも廃棄物は持ち込むというふうに

そこに書かれているんですよね。これ、今まで地元や笠間市民に対する説明と全然違うん

ですよ。操業期間が伸びる問題もありますけれども、県外からは絶対持ち込ませんという

のが、私たちが今まで市、事業団、県に対して話し合いしているときの説明なんですね。

ところが、いとも簡単にこういう問題出てきました。私は、これがどういう経過になるか

まだはっきりわかりませんけれども、市においてもこの辺のことを十分留意しておいてい

ただきたいとまずお願いして。

○議長（市村博之君） 発言中ですが、鈴木貞夫君に申し上げます。質問時間がなくなり

ますので、ご注意ください。

○７番（鈴木貞夫君） わかりました。簡単にします。

それで、バグフィルターの問題、私が一つ疑問に思うのは、聞いておきたいんですけれ

ども、あそこに使われているバグフィルターは、どこのメーカーで、どういう品物かとい

うことを、事業団全然はっきりしないんですよ。耐用年数無限にあるわけじゃないんだか

ら、ぜひその辺を市の方からも聞いてもらいたい。私たちが言っても全然明らかにしない。

ぜひともそれやってもらいたい。

それと、今言ったいろいろな問題というのは、少し溶融炉に対する認識があれだと思う

んですよ。バグフィルター壊れたらすぐ生ガス出るわけですから、それに対してそれを処

理しないで、生ガス出ること自体が問題ですね。それが基準値を超えてないからいいんだ。

生ガス出ること自体が問題で、そのときどうするかという全然回答が出てこない。施設が

ないからなんですけれども、大丈夫だ、大丈夫だと言うのは私は納得いかない。その辺の

ことをどう思っているか、もう一度聞いておきたいと思います。その辺のことだけ。

○議長（市村博之君） 市長山口伸樹君。

〔市長 山口伸樹君登壇〕

○市長（山口伸樹君） 奨学金制度についてお答えをさせていただきたいと思います。

奨学金制度の基本的な考え方は、先ほど教育長から答弁をさせていただいたとおりでご

ざいます。私は、現在の笠間市の奨学金制度は、旧笠間時代に、先ほど説明がありました

が、篤志家の寄附によって奨学金を給付するという制度でスタートをしたわけでございま

－６８－



す。それを新市として引き継いで、現在その基金がほぼ失われつつあるという状況でござ

いますので、基金がなくなれば廃止、終了したいと、このように考えております。

奨学金ということを考えた場合、本来は給付でなく、私は貸し付けであるということが

奨学金の本来の姿ではないかなと考えておるところでございます。今後は、現行の国の制

度、県の制度、奨学金育英財団ですか、その制度等がございます。これらを周知をしなが

ら活用をしていただくこと。

それと、新しい政権になりまして、そういう子どもたちの教育支援といいますか、例え

ば高校の授業の無料化とか、子ども手当ですか、そういう制度が議論をされておりまして、

国の方のそういう対応の中で厚みがかかっていくのではないかなと私は思っております。

また、一方で、そういう話をしますと、子どもたちに冷たいんじゃないかということが

鈴木（貞）議員からは多分言われるんじゃないかなと思いますが、私としては、教育には

幅広い支援というのは当然必要でございますので、我々は、現在、子どもたちの学力向上

だとか、広い意味での子育て支援とか、そういうことにより一層厚みをかけながら取り組

んでまいりたいと思っております。

以上です。

○議長（市村博之君） 都市建設部長橋本雅晴君。

○都市建設部（橋本雅晴君） それでは、鈴木（貞）議員さんの再度のご質問にお答えし

たいと思います。

初めに、河川の状況を市で自主的に調査してはどうかというご質問でございますが、先

ほどもお答えいたしましたように、１級河川につきましては茨城県が管理する河川でござ

いますので、茨城県の方にこういった調査をするようお願いしてまいりたいと思います。

それから、都市下水路の断面が前は広かったけれども、狭くなってしまった箇所もある

ということでございますけれども、こちらの方につきましては、有蓋化されたことにより

まして下水路に雨水が直接流入しない箇所がございます。市といたしましては、これらの

ものを現地の調査を十分実施いたしまして、必要な対策を立てまして早急に対応してまい

りたいと思います。

次に、土砂のしゅんせつの件でございますが、笠間小学校前につきましては、毎年下水

道課の方でしゅんせつ工事を行っているところでございます。また、今回、大町付近につ

きましては、笠間支所の方で本年度しゅんせつを実施する予定となっているところでござ

います。

また、下水路の検証をしてはどうかというご質問でございますが、現在も地域の既設排

水路の検証を実施しておりまして、さらなる流下能力の調査検証を行ってまいりまして、

早期に整備が図られますよう努力してまいりたいと思います。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 市民生活部長打越正男君。
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○市民生活部長（打越正男君） 再質問にお答えをしたいと思います。

まず、炉のメーカーの部分ですが、これは後で確認をさせていただきたいと思います。

それから、バグフィルターが破損してしまった場合、排ガスが生のままというようなこ

とで外に出てしまうのかというご質問でございますが、既に内部の中では段階的に処理が

されているという状況がございます。最終的に出る部分については、生ガスということで

はないかと思いますが、いずれにしましてもそのガスが外に発生してしまうということの

危惧でございますが、まず破損した場合には、先ほども申し上げましたように常にマノメ

ーター、そういう部分で監視をしてございます。そこで異常が出た場合には緊急に停止を

させるということで、その排ガスの流出を防止するということでございます。万が一外に

出てしまったというような、緊急停止した場合でも、その場合には停止がされております

ので、その外に出た部分というのは、環境に与えるようなそういう量ではないということ

でございます。

それから、先ほどのバグフィルターのメーカーの部分でございますが、東洋紡でござい

ます。材質につきましては、ＰＴＦＥテフロン系でございます。

○７番（鈴木貞夫君） ちょっと今の東洋紡のあれだけはっきり。

○議長（市村博之君） では、もう一度東洋紡についてはっきり。

○市民生活部長（打越正男君） メーカーにつきましては、東洋紡ということでございま

す。材質につきましては、ＰＴＦＥテフロン系ということでございます。

○議長（市村博之君） 鈴木貞夫君、あと２分ですのでよろしく。

○７番（鈴木貞夫君） 一言、最後に。

市長はいとも簡単に奨学金の問題言いましたけれども、世界的に見て、貸し付けという

ところは日本と韓国ぐらいじゃないですか。アメリカもそうですね。３カ国ぐらいですよ。

先進国と言われるヨーロッパその他においては、すべての国が給付です。その辺は、世界

的に高等教育というか、高校、大学の教育を発達させるという面からも、そういう状態に

なっていると思うんですね。それを今議論してもあれですから、ぜひとも私は、これは続

けるよう考えてもらいたいと思いますね。

それで、都市下水の問題は、先ほども言いましたけれども、部長さん、個々の問題につ

いては、いずれ、ここはどうだ、ああだということで担当者といろいろお話しすることも

あると思いますが、私は笠間市全体の計画がどうなっているかということ知りたい。それ

がどういうふうに県やなんかの河川と結びついているのか。そういうことがわからないと、

いろいろ聞かれても何だかわからないから、１件、１件現場を見なきゃ。もちろん現場見

ますけれども、そういう点をぜひ図面があれば示していただければありがたい。

それから、エコフロンティアの問題というのは、部長さんどこまでいろいろなこと、専

門家かどうかわかりませんけれども、私も一応設計図やなんかを見て、いろいろ専門家に

も聞きましたけれども、このバグフィルター万能という考えは至って危険であって、それ
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で、どんなものを燃しても無害化できるということをあの炉はずっと言ってきたわけです

から、塩ビが入るから塩ビ系統の排ガスが出るんだなどということは許されないんです。

その辺のことを十分留意していただきたい。

○議長（市村博之君） 時間が過ぎましたので、鈴木貞夫君の質問を終わります。

○７番（鈴木貞夫君） 個々の問題についてはまた改めてします。

○議長（市村博之君） ここで暫時休憩いたします。

18番大関久義君が着席いたしました。

午後１時に再開いたします。

午前１１時５６分休憩

午後 １時００分再開

○議長（市村博之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

３番蛯澤幸一君、15番上野 登君、22番小薗江一三君が所用のため退席いたしました。

次に、16番横倉きん君の発言を許可いたします。

○１６番（横倉きん君） 16番、日本共産党の横倉きんです。通告に従い、一般質問を行

います。

初めに、新型インフルエンザ感染対策について伺います。

新型インフルエンザの県内の感染状況は、流行指数、いわゆる定点医療機関の１カ所当

たりの平均患者数が31.74人になり、大流行の発生と継続が疑われ、茨城県は11月19日県

内全域に警報が発令されました。その後も流行指数が上昇し、警報基準を依然として超え

ています。多くの人は軽症で済んでいますが、患者が多くなれば重篤になる人もふえてい

ます。行政として深刻に受けとめ、対策を講じることが必要ではないかと考えますが、そ

の認識がおありか、伺います。

新型インフルエンザ感染で入院した患者、１歳から14歳が全体の81％を占めています。

感染率が高く、学級閉鎖や休園も数多く出ています。子どもへのワクチン接種を最優先す

べきではないでしょうか、伺います。

集団接種は、医療機関の業務軽減や、ワクチンを余らせず有効利用ができます。多くの

子どもたちが早くワクチン接種ができるよう、幼稚園や保育所に在籍する全児童に対し集

団接種を行うこと、またさらにワクチンが入り次第、小学生、中学生への集団接種を行う

べきではないでしょうか、見解を伺います。

笠間市では、少子化対策として、妊婦へのワクチン接種の無料化を決めました。評価す

るものです。しかし、現在、子どもたちの感染率が高い状況が続いていることは、行政と

して、より感染予防に役立つ具体的な施策が必要ではないかでしょうか、その観点から、

経済的な理由でワクチン接種が受けられない子どもたちをなくし、蔓延を防ぐために、園

児や小中学生へのワクチン接種の助成を行うべきではないでしょうか。
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笠間市の国保加入者のうち、短期保険証が郵送されず、市の窓口にとめ置き無保険にな

っている人が、10月30日現在536人となっています。保険証がないと医療費が窓口全額負

担となり、病院にかかりづらくなっています。症状の悪化によって死亡に至った例が、全

国的にはふえていると報告されています。新型インフルエンザが流行している中、本人の

命にかかわる問題と同時に、感染防止の観点からも、保険証を直ちに交付することを求め

ますが、見解を伺います。

次に、後期高齢者医療制度について伺います。

後期高齢医療制度は、年齢で医療を差別し、高齢者に重い保険料負担を求める制度であ

ります。さきの総選挙でも大きな争点となり、廃止への国民の審判が下されているにもか

かわらず、廃止が先送りにされた状況になっています。

そこで伺います。

高齢者医療制度は２年ごとに見直しをすることになっています。厚生労働省は、後期高

齢者医療制度の保険料について、来年４月の改定で、2009年度に比べ全国平均で13.8％増

加し、平均8,556円の負担がふえると発表しました。

昨年の茨城県広域連合の決算が黒字となり、基金に積み立てました。その積み立て基金

が30億3,472万円として予算計上しています。茨城県広域連合は、今年度の保険料は165億

2,100万円として予算化しております。来年度のこの13.8％、一応計算してみますと保険

料の値上げ分は22億7,900万円となり、１人平均7,200円の値上げが想定されます。来年度

の保険料の値上げ分は、基金の一部を取り崩せば保険料の値上げをしなくても済みます。

市長は、茨城県広域連合に、基金の取り崩しを行い保険料の値上げをしないよう申し入れ

るべきではないでしょうか、市長の見解を伺います。

75歳未満の特定健診では、心電図や眼底検査、貧血が基本健診に入っていますが、後期

高齢者医療制度には入っていません。後期高齢者も無条件で無料で検診できるよう、市と

して実施すべきではないでしょうか、伺います。

後期高齢者医療制度は国民の怒りを呼び、総選挙ではこのことが大きな要因の一つとし

て政権交代が実現しました。この制度は、75歳以上の高齢者を国保や健保から追い出し、

囲い込み、これまで負担のなかった扶養家族を含め一人一人から保険料を取り立て、受け

られる医療を制限し、差別する別建ての診療報酬を設けています。保険料は年金から天引

きされ、２年ごとに引き上げられます。保険料を払えない人からは保険証を取り上げるな

どの制度です。高齢者の医療を差別する制度そのものです。この制度を続ければ、混乱は

必然です。市長は、後期高齢者医療制度を直ちに廃止するよう政府に求めるべきではない

でしょうか、見解を伺います。

次に、水道の基本料金の見直しについて伺います。

笠間市では、水道使用量が１カ月当たり基本量10立方メートル以下の家庭が29.7％に上

っています。また、使用量が５立方メートル以下の家庭が15.7％になっています。節水し
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ても、またどんなに使用量が少なくても、一律基本量を払わなければなりません。市民の

節水対策、エコ対策が水道料金に反映されていません。現在の基本量10立方メートルを５

立方メートルに引き下げを行い、使用量に見合った料金体系に改めることを求めますが、

見解を伺います。

最後に、消防活動の強化について伺います。

最近、火災の発生が頻発しています。類焼するケースも出ています。大きな家など、火

災になると消火に手間取り、水が少なくなります。ホースを何本も中継し、遠くから水を

引かなければならず、消火活動への影響も出ています。消火活動に必要水源の確保ができ

ているのか。また、防火水槽、消火栓の整備を見直しをすべきではないでしょうか。この

ことについては、先ほど杉山議員の方で答弁をされていますので、省きます。

そういう中で、火災の現場で消火栓のある場所がわからないとの声を聞いています。一

目でわかるよう標識の設置と、消火栓マップを例えば子ども会単位ぐらいの小さい区域で

わかるように作成し、地域住民に周知することを求めますが、見解を伺います。

消火栓を使って消火活動ができるよう、住民参加の訓練が必要である思いますが、訓練

の支援体制ができているのか、伺います。

消防職員の充足率の向上は、市民の生命、財産を守る点からも欠かせません。充足率の

補充結果がどのようになっているのか、伺います。

○議長（市村博之君） 市長山口伸樹君。

〔市長 山口伸樹君登壇〕

○市長（山口伸樹君） 横倉きん議員の質問にお答えをいたしたいと思います。

後期高齢者医療制度についてでございますが、基金を取り崩して保険料の値上げを避け

ることを広域連合に申し入れについてでございますが、平成21年11月19日付で厚生労働省

保険局から、後期高齢者医療制度の保険料の増加抑制についての通知があり、現在、広域

連合で現行の保険料の維持が可能か検討を行っているところであり、推移を見守ってまい

りたいと考えております。

次に、後期高齢者医療制度を直ちに廃止するよう政府に求めるべきではないかというこ

とに対しての見解でございますが、９月の定例会でも申し上げましたように、私は、少子

高齢化が急速に進む日本にとって、これ以上若い世代に負担を強いてはますます保険制度

運営が困難になると考えており、現役世代と高齢者間の負担の明確化や家族構成などによ

る不公平の是正をねらった現行の後期高齢者医療制度の趣旨に誤りがあったとは思ってお

りません。また、直ちに廃止したとしたなら、現場はもちろん、高齢者の方も混乱を招く

ばかりであると思っております。

11月20日には厚生労働大臣に、全国後期高齢者医療広域連合会協議会会長名で、継続さ

れる現行制度についても課題とされる点について早急に改善すること、新制度に関する要

望事項について要望書を提出しております。政権交代により３党連立政権が後期高齢者医
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療制度を廃止を決定し、国において新たな高齢者医療制度のあり方について11月30日に第

１回の高齢者医療制度改革会議が開催されました。今後、制度の内容が協議され、平成25

年４月に施行される予定ですので、国民に認められる高齢者医療制度が確立されるよう動

向を見守ってまいりたいと思います。

以上です。

○議長（市村博之君） 保健衛生部長仲村 洋君。

〔保健衛生部長 仲村 洋君登壇〕

○保健衛生部長（仲村 洋君） 横倉議員のご質問にお答えをいたします。

新型インフルエンザの感染の件でございますが、感染防止は何より一人一人の心がけが

重要と考えます。市としましても、かねてから手洗い、うがいやマスクの着用の感染防止

策の啓発を市報や市ホームページ、チラシの新聞折り込みを５回実施するなど、また学校

や福祉施設及び集客の多い銀行やショッピングセンターへも啓発用チラシを配布したとこ

ろでございます。公共施設には手指消毒液の配置や、保育所、小中学校へ加湿器を設置す

るなど、感染防止に努めてまいりました。

なお、10月19日からはワクチンの予防接種が開始され、順次接種対象が広がり、感染者

の重症化防止が図られているところでございます。今後とも、県と連携をとりながら感染

防止に努めてまいります。

続いて、新型インフルエンザワクチンにつきましては、10月19日から医療従事者、11月

２日からは妊婦及び基礎疾患を有する１歳から小学３年生に対し接種を開始しました。流

行状況に伴い、小児の重症例が多発したことから、11月16日より、基礎疾患を有する小学

校４年生から中学３年生に相当する年齢の者に対しまして接種範囲を拡大しました。新型

インフルエンザ入院患者のうち、14歳以下は全体の84％を占めているため、国、県の協議

により幼児、小学生、中学生の接種を前倒ししていく計画に変更となりました。12月下旬

に接種予定であった幼児、１歳から就学前のワクチン接種は、12月から前倒しして接種し

ております。また、小学生は12月14日から、中学生は１月上旬を予定しております。

なお、ワクチン接種スケジュールにつきましては、国、県の協議により決定するため、

市単独での決定はすることができません。

未就学児の新型インフルエンザワクチンの接種について、茨城県においては、小児科を

標榜する医療機関を中心に実施していただく計画のため、平成20年度の三種混合の実績を

参考にワクチンを配布する予定でした。集団接種で実施する場合は、医師会主導、市主導、

園医・校医主導で実施する三つのパターンがありますが、いずれの場合もワクチンの確保

については国と委託契約を締結している受託医療機関が行うことになります。

市といたしましては、笠間市医師会の各医療機関と協議し、今後の接種計画について検

討いたしました結果、集団接種は行わず、かかりつけ医を中心に個別接種で実施すること

になりました。
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また、各医療機関の診療状況、受け入れ状況により、ワクチン配布希望者を調整して県

へ報告し、三種混合の実績の少ない市立病院、県立中央病院にも協力をいただき、個別接

種にて受け入れ可能な実施体制を整えました。

小学生の助成を行うべきではないかという件につきましては、笠間市としましては、少

子化対策の一環として、妊婦への全額助成と、国に準じた低所得者への全額助成を決めた

ところでございます。その他の優先接種者への助成は考えておりません。

５番目の質問でございますが、とめ置きとなっている方については、３カ月ごとに窓口

交付、納税相談の通知を毎回出しておりますが、現在納付もなく、全く納税相談にも応じ

ていただけない方々です。特に今回、新型インフルエンザ等の対応としまして、特別相談

会等を実施しております。短期被保険者証の制度の趣旨は、国民健康保険税を滞納してい

る方へ納税を促すこと、面会機会をふやすことによって国保税の理解を図るものでありま

すので、今後も窓口での相談を重視し、きめ細かい対応をしていきたいと考えております。

後期高齢者も心電図、眼底検査、貧血が無条件で健診できるようにとのことですが、健

診時に、介護予防の生活機能評価問診票により健診が必要と判定された対象者の方には、

無料で心電図、貧血検査を実施しております。その他の方には、今年度より希望者には有

料で心電図、貧血、眼底検査が受診できるようにしました。特定健診についても、健保組

合等の扶養の方は組合により健康項目に差があり、料金についても同一でありません。ま

た、心電図、貧血、眼底検査についても、保険制度の違いによるものであります。

○議長（市村博之君） 上下水道部長大和田俊郎君。

〔上下水道部長 大和田俊郎君登壇〕

○上下水道部長（大和田俊郎君） 16番横倉議員の質問にお答えいたします。

水道の基本料金の見直しについてでございますが、現在、安全な水を安定して供給する

ため、平成22年度に水道事業を統合する認可申請作業をしております。水道事業につきま

しては、受益者負担の原則にのっとった独立採算制を基本に、水道料金収入を主たる財源

で経営できるように、基本水量や基本料金も含めた料金体系となっております。今後、料

金の統一に向けた作業が始まりますので、水道運営審議会、議会のご意見をいただきなが

ら効率的な経営のもとにおける適正な料金設定をしてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 消防長杉山 豊君。

〔消防長 杉山 豊君登壇〕

○消防長（杉山 豊君） 16番横倉議員のご質問にお答えいたします。

２番の消火栓を使って住民が初期消火をできるようホース収納ボックスを併設すべきで

はないかというご質問についてお答えいたします。

消火栓ホース格納箱は、合併前につくられたものがほとんどでございます。旧笠間市が

９カ所、旧友部町で77カ所、旧岩間町で232カ所に設置されています。平成20年の火災で
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は、消防隊が出動してから現場到着までの時間でございますが、笠間消防署では平均6.9

分、友部消防署では平均５分、岩間消防署では平均5.4分で到着しています。消防隊の到

着がただいま説明した時間でありますので、消防署や分団置き場など近い場所では、消火

栓ホース格納箱を利用するよりも早く消防隊が到着しますので、増設することは考えてお

りませんが、消防機関から遠い地域については設置も考えていきたいと思います。

続きまして、実際の火災現場で消火栓等の場所がわからないとの声を聞いた、一目でわ

かるような消火栓マップを、例えば子ども会単位で作成するなどしてはどうかとのご質問

でございますが、消火栓は主に消防機関が使用するものでありますので、設置場所等につ

きましては、消防署や消防団などが把握しておりますで、特に住民用にマップをつくって

おりません。

なお、茨城県域統合型ＧＩＳ、いばらきデジタルマップに、来年４月をめどに、防災に

関する情報公開を予定しています。これには消火栓の位置も詳しく表示され、インターネ

ットで閲覧可能ですので、消防本部のホームページなどでお知らせしてまいります。

次に、消火栓を使っての消火活動ができるよう住民参加の訓練の必要性があると思うが、

訓練の支援体制ができているのかについてですが、消火栓は、主に消防機関が火災時に使

用するものであります。一般の方が消火栓を使っての本番の火災に対応するには、複数の

人が連携して確実に行わないと事故につながることもございますので、消防団員を経験さ

れた方とか、熟練した方がいないと取り扱えないと思います。現在設置してある消火栓の

取り扱いにつきましては、これまで防災意識の高揚の一環として各地区からの要望により

実施しておりましたが、消防機関から遠い場所にあり必要性の高い消火栓については、消

防署が指導を行ってまいります。

また、消防署では、これまで各企業や学校、子ども会や各団体などに消火器による消火

訓練、119番通報訓練、避難訓練や救急法の指導などを行ってきておりますので、消火栓

取り扱い指導の要望があれば指導してまいります。

次に、消防職員の充足率の向上は市民の生命、財産を守る点からも欠かせない、充足率

はどのようになっているのかということでございますが、消防職員の充足率は、消防力の

整備指針に基づき、市街地等の人口をもとに、消防車両基準数、防火対象物数、危険物施

設等により基準人員を算出しております。その結果、平成21年度消防施設整備計画実態調

査による職員の充足率は62％となっており、平成18年度茨城県内消防本部職員充足率平均

62％と同等の充足率となっております。今の体制で消防活動には影響がありませんので、

今後も消防業務の万全を期していきます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 横倉きん君。

○１６番（横倉きん君） ２回目の質問をいたします。

新型インフルエンザに関するお知らせということで、笠間市の新型インフルエンザ対策
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本部から新聞折り込みでチラシがありました。集団接種の問題ですが、先ほど答弁もされ

ましたように、11月に入っていろいろ進んではきております。しかし、幼稚園、保育所と

か小学生、中学生、一応ここですと電話での予約が必要です。そうなりますと、幼稚園、

小中学生合わせただけでも9,954人いるわけですね。今、医療機関に電話しても、かなり

電話が出るのが遅かったり、大変な状態だというのを聞いています。私も、このインフル

エンザの問題で調べようと思って医者に伺いたいと思ったら、それどころではないという

ことで直接伺うことはできなかったんですね。

こういうことで、集団接種をやらないでということになりますと、予約をとってという

ことですけれども、どんどんこの期間が延びるわけですよね。電話して予約とるといって

も、親の都合もあったりして。そうしますと、学級閉鎖終わって出てきても、一度にイン

フルエンザにはなりませんので、また学級閉鎖を繰り返す、そういう状況が出るのではな

いか。保育園、幼稚園なんかでも、一回休園になっても、出てきたらまた休む、そういう

状況が繰り返されているところもあります。そういう点からすると、やはり笠間の医師会、

こちらももっと働きかけをして、県内でも桜川市が先に集団接種を始めましたけれども、

やはりそういう集団接種、早く１人でも多くの子どもたちがインフルエンザのワクチン接

種ができるよう、これは検討すべきじゃないでしょうかね。

それと、妊婦への補助は出すということですが、子どもたちには今のところ考えていな

いということです。しかし、ワクチン接種が受けられない子どもを放置するということは、

やはりこれは伝染病ですよね。そういう点からする、やっぱり感染源をなくすることが第

一ではないでしょうか。

そういう点では、経済的な理由から、やはり今不況です。ぐあいが悪くなければ大丈夫

だよということでなかなか行けないで感染することも出てくると思うんですね。そういう

点では、この感染は飛沫感染、あとは接触感染ですよね。子どもたちはスポーツとか遊び

の中で常に触れ合ってやっているわけですから、やはり感染しやすいというか、データに

も出ていますように84％が14歳以下ですよね。そういう点では、やはり子どもたちの対策

というのが緊急に求められているんじゃないか。いつまでも学級閉鎖、学年閉鎖が出てく

るような状況はなくすべきではないかということで、再度伺います。

それから、後期高齢の医療制度で、広域連合の方でやっているということです、保険料

についても。しかし、今、本当に保険料も納められない人がふえて、収納率も低くなって

いる中では、これはぜひ市長に要望ですけれども、保険料の値上げをしないように極力や

っていただきたい。

それと、特定健康診断です。介護保険ということで今までだったら、75歳の後期高齢に

ならない場合はできていたわけですよ。ただ、何か引っかかればということですけれども、

そういうことではなくて、やはり健康でずっと元気で過ごせるということが大事なわけで

すから、それに介護保険の方にかからなければ、引っかからなければ、全部やるとなると
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1,700円かかるんですね。これは大きな負担だと思いますので、やはりここでも75歳とい

う年齢で差別をして料金かかるということはやめるべきではないでしょうか。

それで、この75歳の年齢で切るということ、今現在笠間市があるのは、多くのお年寄り

が長い間苦労して努力して築いてきたわけですよ。年をとったからといって、年齢で医療

制度を差別し、現役世代に負担をかけるということは、これはとんでもないと思うんです。

だれも若いときは病気しませんよ。退職になってから病気になるわけですから、そういう

点では、この制度そのものが、お年寄りに対する感謝やいたわりの態度としては、余りに

もこの制度はひど過ぎるのではないか。そういう点で、市長も敬老会のあいさつでは本当

にお年寄りに敬意を表しているわけですよ。しかし、日々の生活、これ２年ごとに、高齢

者がふえれば、今少子化ですからどんどんふえて、保険料が年金からどんどん引かれて食

べていけない、そういう声をすごく聞きます。そういうことからすれば、この後期高齢者

医療制度、すぐ老人保健制度に戻せば何も混乱はないんですよ。ただ、やらない理由とし

て、混乱するということが盛んに言われています。そういう点では、再度、お年寄りに対

する姿勢として、これは廃止すべきではないでしょうか。

次に、水道料金です。今度の料金改定に合わせて、水道審議会でということもあります

が、24年から段階的ということですので、まだ先があるので、市はいろいろな実績に見合

った負担を求めているわけですから、水道料金についても市民の節水努力が報われるよう

な制度に、24年と言わず、今でも個別ならできるわけですので、その辺の料金体制につい

てもう一度伺います。

それから、防火水槽の数は先ほどお聞きしました。それで、先ほど１カ所当たり１分に

１立方メートルで40分出るのが一つの基準だということで言われましたけれども、現実的

に、私も、二、三日前もちょっとぼやがありましたけれども、やはり消防分団の人たちも、

大きい家なんかではなかなか火が消えません。そうすると水がなくなってしまう。そうい

う点では、今の基準が低過ぎるんじゃないでしょうかね。それと、住宅密集地についても、

類焼になったら途端に水がなくなる、そういうことが懸念されます。そういう点から見て

も、これは85％といって県よりは高いと言っていましたけれども、やはり100％、これが

最低基準だと思うんです。そういう点では、これからもっと早めて整備すべきではないで

しょうか、もう一度答弁を伺います。

それと、消火栓はある程度なれないと危険な面ということもありました。そういうこと

もあって十分その辺は、しかし遠いところは検討していくということでありますけれども、

この消火栓マップ、地元の分団の方はわかるかもしれませんが、火事になるとよそからの

分団の応援も来るわけですので、やはりわからないというのも言われているんです、現場

では。そういうことで、地元の人たちがすぐここにあるよというのがわかるような、そう

いうマップが必要ではないかと思います。

あと充足率62％、やはり消防の危険なところとか、１年に１回しか点検ができない。分
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団の方も点検はしているということですが、実際、今のところ大火がないので十分今で間

に合っているということですが、やはりこれはあってからでは困りますので、この充足率

を高める点では、ぜひこれから充足率を高める努力をされるのかどうか、その辺２回目の

質問とします。

○議長（市村博之君） 市長山口伸樹君。

〔市長 山口伸樹君登壇〕

○市長（山口伸樹君） 横倉議員の質問にお答えをいたします。

高齢者への感謝の気持ちを私が持ってないような言い方をされましたけれども、感謝の

気持ちをどういう数値であらわすかというのは難しいですけれども、私は、少なくとも皆

さんと同じように高齢者への感謝の気持ちは持って人生を歩んでおります。

そういう中で、保険料は値上げしないように再度申し入れの件でございますが、先ほど

申し上げましたように、保険料が厚生省からの通達がありまして、値上げしないのかどう

なのかということを現在県で検討しておりますので、その中であえて検討中でございます

ので、私の方は推移を見守りたいということを再度申し上げたいなと思っております。

それと、後期高齢者医療制度、75歳で何で切るんだというような質問でございますが、

基本的には私が切ったわけではございませんので、国の制度でございます。ただ、私は、

この制度は、先ほど申し上げましたように趣旨は間違ってないと思っております。75歳以

上の年齢を切ったということに対しての年齢の差別だというようなご意見も確かにござい

ます。しかし、現在、医療費の全体の３割を75歳以上の方がかかっておるわけでございま

して、そういう中で、公費で５割、現役世代からの支援金で４割、残る１割を本人が負担

するという制度そのものについては間違っていないということを私は、私の考えとして再

度申し上げたいと思います。

それと、新政権が25年度から新しい保険制度をつくっていくということで議論をスター

トしておりますので、それらに対しては、私は首長として、制度がいろいろな形で見えて

くれば、また市長会等を通じて意見は申していきたいなと思っております。

以上です。

○議長（市村博之君） 保健衛生部長仲村 洋君。

○保健衛生部長（仲村 洋君） 新型インフルエンザの接種の件でございますが、あくま

でも国の優先順位ということで笠間市としても対応していきたいと考えております。

また、予約につきましては、集団接種でもやはり予約は必要ということになります。そ

ういう中で、現在接種が始まっている中では対応できているのではないかと考えておりま

す。また、個別接種の方が時間の選択ができるという面もございます。

それから、先ほどの質問で、感染源をなくす、感染対策ということではございませんの

で、あくまでもインフルエンザは重症化予防対策ということが基本でございますので、ご

理解をお願いしたいと思います。
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以上でございます。

○議長（市村博之君） 消防長杉山 豊君。

○消防長（杉山 豊君） 防火水槽や消火栓など消防水利の基準では、防火対象物や消防

水利に至る距離が120から140以下となるよう設けることになっていまして、現在、これら

の充足率が84％でございます。今後は、この基準に従って計画的に設置を進めていくもの

でございます。

また、消火栓のマップでございますが、これを使われる消防団員等につきましては、今

後とも消火栓の位置等について、改めて周知していきたいと思います。

それと、職員の充足率でございますが、消防力の低下を招かぬように、今後とも欠員を

補充しながら現体制を維持して進めていきたいと思います。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 上下水道部長大和田俊郎君。

○上下水道部長（大和田俊郎君） 基本水量の見直しを今からでもできないかというご質

問でございますけれども、先ほどお答えいたしましたとおり、平成22年、来年ですけれど

も、水道事業を統合する認可申請、現在しております。その中で、今後、料金の統一に向

けた作業も始まりますので、その中で基本水量の見直しも含めまして適正な料金設定をし

てまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。

○議長（市村博之君） 横倉きん君。

○１６番（横倉きん君） 市長の答弁で、お年寄りに対する気持ちがないということでは

なくて、私は、敬老会でもそういう気持ちを述べているわけですから、その制度が矛盾し

ているんじゃないかということで、見直してほしいなというふうに思っているわけです。

それと、市長は、この制度は自分たちが決めたんじゃないと、そういう言い方をされま

した。これは国会で決めていることですけれども、この笠間市の市民、高齢者に対する、

本当に幸せに生活できる、そういう点では、その制度に対する市長としての考えを、私は

必要じゃないかということでお尋ねをしたわけです。市長は残念ながらこの制度について

は妥当だということですので、これ以上はお聞きしません。

あと75歳の、やはり今、寿命が延びているわけですから、心電図、眼底検査、貧血、こ

れについて、今後無料というか、今1,700円かかるわけです。そういう中では、もう少し

値下げをすべきではないか、無料にすべきではないかということで、その辺の予算の関係

とか何か、どのぐらい受けているのかちょっと伺って、最後。それで、予算がどのぐらい

無料にしたらかかるのか、お尋ねをいたします。

○議長（市村博之君） 保健衛生部長仲村 洋君。

○保健衛生部長（仲村 洋君） 後期高齢者の特定健診の部分につきましては、詳細な数

字はつかんでおりませんので、後ほどお知らせをしたいと思います。

○１６番（横倉きん君） 以上で終わります。
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○議長（市村博之君） 横倉きん君の質問を終わります。

ここで暫時休憩いたします。

１時50分に再開いたします。

午後１時４５分休憩

午後１時５２分再開

○議長（市村博之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

25番竹江 浩君が所用のため退席いたしました。

次に、18番大関久義君の発言を許可いたします。

○１８番（大関久義君） 18番大関久義です。通告に従い、一般質問をいたします。

笠間市内の小中学校での児童生徒の通学の方法について、２、地域活性化・経済危機対

策臨時交付金について、以上の２点について質問をいたします。

まず、笠間市内の小学校14校の児童たちの通学の方法について、また中学校７校につい

ても生徒たちの通学について、どのような形で通学をしているのか、実態をお伺いいたし

ます。

先日の新聞報道にて、県内小学生の自転車通学の実態調査の報告がありました。それに

よりますと、茨城県内の小学校47校で1,417人の児童が自転車通学をしているとのことで

ありました。この記事は、茨城町で10月に自転車で登校中の小学１年の女児６歳が大型ト

ラックにはねられ死亡した事故を受け、県教育委員会が県内公立小学校の自転車通学につ

いて実態調査をした結果のことであります。自転車通学を認めている学校と児童は、18市

町村の47校1,417人でありました。

私たちの笠間市は、と一覧表を見てみると、18市町村の中で何とトップの259人と書か

れてあり、非常に驚きました。２番は鉾田市の154人、３番は茨城町の148人でありました。

100人を超えている市町村は８市町村であります。２番目の鉾田市より105人、３番目の茨

城町より111人も多い児童が自転車通学をしていることには、さらに驚いた次第でありま

す。自分たちの周りのことに気づいてなかったなと改めさせられた思いでもありました。

その事実は、笠間市が県内小学生の自転車通学児童の中で事故等の危険率も一番高いこ

とにつながってくることであるわけであります。市内各小中学校での実態はどうなってい

るのか、お聞きします。

また、笠間市ではバスでの通学に補助金をつけております。バスでの通学者はどのよう

な実態なのか、お伺いいたします。小学校、中学校とも含めてお聞きいたします。

それから、小学校での自転車通学について笠間市ではどのように考えているのか。そし

て、許可を与えるに当たっての基準はどのようになっているのか、お伺いをいたします。

また、学校通学に当たっての通学路はそれぞれの学校にて決定をしていると思われます

が、それらの基準や選定の方法等についてはどのようにして指定をされ、決定をされてい
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るのか、指定道路を決定するまでの経緯はどのようにしているのかもお尋ねいたします。

さらに、小中学校の通学に関しての事故等安全面についてもどのように指導されている

のか、行っているのか、自転車通学を含めた中でお聞きいたします。

次に、二つ目として、地域活性化・経済危機対策臨時交付金についてお伺いいたします。

この地域活性化・経済危機対策臨時交付金の事業は大きく四つに分類され、１、地球温

暖化対策に9,078万1,000円、少子高齢化社会への対応に2,959万3,000円、三つ目として安

心・安全の実現に２億8,474万8,000円、四つ目、その他の事業に１億2,583万8,000円の、

合計で５億3,096万円を歳出した事業でありました。

一つ目の、地球温暖化対策の事業の中では、管財課担当の公共施設地上デジタル対策事

業費678万3,000円、学務課担当の小中学校・幼稚園地上デジタル対策事業費4,089万8,000

円、市民活動課担当の防犯灯更新事業費1,200万円、商工観光課担当の商店会等街路灯エ

コ化事業費2,450万円等々、各事業の内容が示され、それらが実施されていることと思わ

れます。各事業の進捗状況についてお伺いをいたします。

そのほかに、少子高齢化社会への対応事業、安全・安心の実現の事業費、その他の事業

費までと多種多岐にわたっておりますので、ゆっくりとわかりやすくご答弁をお願いいた

します。

なお、この交付金による効果、成果についても、あわせてご答弁をお願いいたします。

今定例会初日の市長の報告の中でも言っておられしまたが、四つ目のその他の事業費の

中で、市民活動課担当の緊急対策コミュニティ助成事業費5,000万円につきましては、各

自治会よりの申し込みが当初予想を大きく上回ることとなり、5,000万円の枠ではおさま

らず、次の９月の第３定例議会にて2,600万円の補正予算を計上し、議会側も認めての実

施となったところであります。

このコミュニティ助成事業については、当初、予算額をオーバーするときには抽選をす

るとのことでありました。しかし、各地域での行政懇談会などにて強い要望や要請があり、

素早く補正を組み実施されたことは、的を射たすばらしいことであったと思います。各自

治会を初め、区長さん方には大変に好評であったと聞いております。当初予算の1.7倍に

もなった事業であります。

このコミュニティ助成事業では、地区集会所の改修工事や備品等の設備整備を対象とし

ているとされておりますが、主にどのような工事を行ったのか、状況とその内容と実績を

お伺いいたします。

以上、まず最初にお尋ねをいたします。

○議長（市村博之君） 教育次長深澤悌二君。

〔教育次長 深澤悌二君登壇〕

○教育次長（深澤悌二君） 18番大関議員のご質問にお答えいたします。

各学校の児童生徒の通学方法について申し上げます。
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各学校とも、徒歩による通学は共通しておりますが、自転車による通学は、小学校では

笠間小、佐城小、箱田小、南小、稲田小、北川根小、岩間第二小の７校であります。スク

ールバスを利用しているのが東小と南小、路線バスを利用しているのが佐城小、稲田小、

岩間二小です。中学校は、全校が徒歩以外は自転車となっております。バスでの通学者は、

小学校で159人、中学校は区域外通学者が１名利用しています。

小学生の自転車通学については、学校の統合などにより遠距離通学になった地区につい

て地区を指定して認めている場合や、通学区が広いため通学距離が３キロメートル以上と

なってしまう場合に認めるなど、自転車通学をせざるを得ない経緯や事情もあり、やむを

得ないものと考えております。

許可を与える基準でございますが、それぞれの学校において、児童の運転技術等を十分

確認し、安全指導や講習を行った上、許可を与えております。

通学路を決定している基準、選定方法、指定経過でございますが、通学路の設定基準や

設定方法につきましては、地域によって異なり、全国一律の基準はございません。ただし、

平成13年11月文部科学省から、「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育という通達が出

されておりますが、これを参考にして、子どもたちにとって安全・安心な通学路の確保を

目指し、交通事故や転倒事故、犯罪被害、自然災害などに遭わないような通学路を指定す

るように各学校に指導しているところでございます。

市内各学校における現状は、基本的に保護者と学校とで協議して、地域や学校の実情に

応じて、通学路として安全面を考えた道路を通学路として設定しております。

児童生徒の交通事故については最も心配されるところであり、特に登下校の際の安全指

導については、学校だけでなく、保護者、地域の方の協力も得ながら通学路の安全点検を

実施したり、立哨指導を初めとした安全指導に取り組んでいるところでございます。

また、各学校では、交通安全教室を開催し、県の指導員や警察の方から安全な自転車の

乗り方について指導をいただいております。さらに、小学校４年生については、毎年、ひ

たちなか市の交通公園において、正しい自転車の乗り方やダミー人形を使った実験による

飛び出し事故の危険を学べる学習を行いながら、交通ルールや交通マナーの指導を行って

おります。

○議長（市村博之君） 総務部長小松崎 登君。

〔総務部長 小松崎 登君登壇〕

○総務部長（小松崎 登君） それでは、私の方から、地域活性化・経済危機対策臨時交

付金についてお答えを申し上げたいと思います。

まず、地域活性化・経済危機対策臨時交付金によります各事業の進捗状況ということで

ございますが、11月末現在の進捗状況では、約50％が執行済みということになっているわ

けでございます。

予算執行済みの主なものでございますけれども、押辺倉庫の解体、それから友部小の放
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課後児童クラブの増築工事、さらには非常備消防車両の更新などでございます。また、今

月の入札によりまして、市民プールの解体、それから宍戸駅前トイレの整備工事などを発

注する予定でございます。未契約の事業につきましても、早期事業の完成に努めてまいり

たいと考えているところでございます。

次に、交付金によります効果等について、各事業の報告はどういうふうになっているか

ということでございますけれども、今回の交付金につきましては、先ほど大関議員言われ

ましたように、地球温暖化対策、それから少子高齢化社会への対応、さらに安全・安心の

実現、その他ということで、四つの柱の実現のために各種事業を現在展開しているところ

でございます。

地球温暖化対策でいきますと、防犯灯の省エネタイプへの更新、それから商店街等の街

路灯エコ化の事業によりますＣＯ２ 削減、また少子高齢化社会への対応といたしましては、

友部小放課後児童クラブの増築、それから都市公園整備事業などによります子育て環境の

充実、さらに安全・安心の実現でございますけれども、生活道路の整備、それから市立病

院の医療機器の整備など生活環境の改善、また耕畜連携の推進助成事業、それから学校給

食器具の整備によりまして食の安全の確保、その他の事業といたしましては、歴史芸術の

拠点整備事業、愛宕山管理事業の観光の振興、さらには情報環境整備事業、それから理科

設備事業によります教育環境の充実、コミュニティ助成事業によりますコミュニティ拠点

の地区集会所の施設や備品の整備の充実など、これらの事業を展開することによりまして、

地域経済の活性化がされることを目的として実施しているところでございます。

これらの事業につきましては、本市としましても、いずれ実施しなければならない重要

事業ということを認識しておりましても、なかなか思い切った予算の措置ができなくてで

きないでいるようなことでございまして、今回実施されることによりましてそれらが可能

ということになりましたことは、経済危機対策臨時交付金が措置されたためでございまし

て、市にとりましても、地域住民、それから市内関係者にとりましても、その効果は極め

て高いものと認識をいたしております。

なお、その中で、総務部管財課でやっております公共施設の地上デジタル化についてで

ございますけれども、テレビにつきましては、19施設全部購入済みでございます。それか

ら、地上デジタルのアンテナ工事につきましては、19施設のうち10施設が整備済みでござ

いまして、残り９施設を現在やっているような状況でございます。

なお、総務部以外の各事業の進捗状況につきましては、それぞれ担当部長の方から説明

させることとさせていただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 市民生活部長打越正男君。

〔市民生活部長 打越正男君登壇〕

○市民生活部長（打越正男君） 18番大関議員のご質問にお答えをいたします。
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地域活性化・経済危機対策臨時交付金を自治会の公民館に交付し、どのように利用され

たのかというお尋ねでございますが、良好な地域社会の維持及び地域の共同活動を推進す

るため、笠間市緊急経済対策コミュニティ助成事業実施要綱をつくりまして、地区集会所

等の改修や活動に必要な備品の購入に対しまして助成を実施いたしました。助成金につき

ましては、事業費の８割を助成、２割を地区の負担とし、地区集会所等の改修を対象とす

るコミュニティ施設整備事業は限度額を200万円、備品購入を対象とするコミュニティ設

備事業は限度額を50万円といたしました。

なお、助成金交付決定の状況でございますが、コミュニティ施設整備事業が55件6,593

万円、主な改修内容でございますが、屋根、外壁、床の改修、下水道接続、浄化槽設置に

伴うトイレ改修などでございます。

次に、コミュニティ設備事業でございますが、32件1,114万円で、内容は、エアコン、

冷蔵庫、地上デジタルテレビの購入が主なものでございます。

次に、この助成事業による効果でございますが、老朽化した屋根の改修やトイレの改修

など、実施したくても多額の経費がかかるためなかなかできなかったことが、今回この助

成事業により施設の改修や設備の充実が図れたことは、地域のコミュニティづくりの推進

につながったものと思っております。

○議長（市村博之君） 福祉部長岡野正三君。

〔福祉部長 岡野正三君登壇〕

○福祉部長（岡野正三君） 少子高齢化社会の対応の中の友部小学校放課後児童クラブ室

の増築事業でございます。金額としましては1,300万円でございますが、その効果でござ

いますが、友部小学校の放課後児童クラブは、定員を超えるというような利用規模がござ

います。そのような中で、今回のクラブ室の増築ということで約70平米をしまして、定員

を120から150名に増員するということで増築の方を進めたわけでございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 産業経済部長岡井俊博君。

〔産業経済部長 岡井俊博君登壇〕

○産業経済部長（岡井俊博君） 18番大関議員の地域活性化による各事業の進捗状況とい

うご質問でございます。

私どもの方の地球温暖化対策に伴う商店街街路灯のエコ化に伴う事業でございますが、

商店街が設置した既存の街路灯の電球を省エネタイプに交換するということで、商店街を

中心としました環境対策に取り組むという内容の事業でございます。

事業につきましては、街路灯の管理者と協議を進めておりまして、今回の事業によりま

す明るさの影響がどの程度あるかということも検証するため、現在、市管理の街路灯の電

球交換を一部しまして、管理者の方々に明るさの確認をしていただきながら、事業を実施

してまいりたいと思っております。
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なお、１月中には発注して、年度内に完成したいと考えております。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 都市建設部長橋本雅晴君。

〔都市建設部長 橋本雅晴君登壇〕

○都市建設部長（橋本雅晴君） 大関議員の地域活性化・経済対策臨時交付金による各事

業の進捗状況についてお答えいたします。

都市建設部所管の事業といたしましては、地球温暖化対策事業、少子高齢化社会への対

応、安全・安心の実現、それからその他の事業がございます。

初めに、地球温暖化対策事業では、鯉渕公園整備事業の防災等環境に配慮した照明灯や

トイレの設置工事につきましては、11月に発注したところでございまして、進捗につきま

しては79％でございます。

次に、少子高齢化社会への対応につきましては、都市建設課所管でございますが、都市

公園の整備事業で、友部駅前公園及び友部第一公園のフェンスの設置工事及び友部地区の

３公園のコンビネーション遊具等の設置工事を発注いたしまして、現在工事を進めている

ところでございます。

次に、安心・安全の実現では、道路維持管理事業でございますが、本庁道路整備課につ

きましては、道路維持事業といたしまして、南友部地内の市道１級１号線ほか１路線の舗

装工事の完了がいたしております。笠間支所につきましては、南指原地内の市道232号線

の宮下橋の橋梁塗装工事ほか２件の発注をいたしておりまして、残る１件につきましては、

栗栖地内の市道113号線の舗装工事につきまして今月中に発注を予定しております。進捗

率といたしましては40％でございます。

また、住宅管理事業につきましては、下市毛地内の市営住宅Ｂ棟の外部塗装工事は完了

いたしているところでございます。

最後に、都市建設課の宍戸駅前のトイレ整備工事でございますが、こちらにつきまして

は、新築工事の実施設計書及び確認申請書の許可がおりましたので、今月中に工事の発注

を進めてまいりまして、年度内には完成に向けて進めてまいりたいと思います。

都市建設部所管の全体的な進捗率といたしましては71.25％でございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 上下水道部長大田俊郎君。

〔上下水道部長 大和田俊郎君登壇〕

○上下水道部長（大和田俊郎君） 上下水道部の管轄の地域活性化・経済危機対策臨時交

付金の進捗状況でございますけれども、３の安全・安心の実現、そのうちの９番目、危険

建物改修及び解体事業の中にありまして、水道課の発注工事でございます。笠間市荒町浄

水場解体工事でございますけれども、７月22日に発注いたしまして、10月30日に完了して

おります。
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以上でございます。

○議長（市村博之君） 消防長杉山 豊君。

〔消防長 杉山 豊君登壇〕

○消防長（杉山 豊君） 大関議員の地域活性化・経済危機対策臨時交付金による進捗状

況についてご説明いたします。

消防本部では四つの事業を行っております。まず、ＡＥＤの補助事業ですが、本年単年

度の補助事業でございまして、400万円の予算で、７月１日に笠間市ＡＥＤ購入費補助金

交付要綱を制定いたしまして、今年度末の３月31日まで補助を行ってまいります。現在、

12の事業所から交付申請がございまして、６事業所に補助金を交付しております。これに

つきましては、救命率の向上に役立つものと思っております。

次に、職員の防火衣整備事業でございますが、８月11日に契約をいたしまして、これが

受注生産なものですから、12月10日までの納期で12月８日に納入され、事業が完了してお

ります。これにつきましては、消防隊員の現場での安全確保のために効果があるものでご

ざいます。

次に、消防団の消防ポンプ自動車購入事業でございますが、これにつきましては７月22

日に契約しまして、１月29日までの納期となっております。

次に、消防団の小型ポンプ購入事業でございますが、７月22日に契約しまして、10月20

日までの納期で10月５日に納入され、完了しております。これらにつきましては、老朽化

した消防車両の更新ということで、消防力の向上に効果が見られるものでございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 教育次長深澤悌二君。

〔教育次長 深澤悌二君登壇〕

○教育次長（深澤悌二君） 大関議員のご質問にお答えいたします。

教育委員会所管の経済危機対策交付金の進捗状況でございますが、岩間中学校モニュメ

ント整備事業、小中学校耐震診断実施等推進事業、小中学校・幼稚園地上デジタルテレビ

対策事業、給食器具整備事業、小学校整備事業、中学校整備事業、情報環境整備事業、学

習指導要領の改正に伴う理科設備整備事業等がございます。そのほか市民プール、海洋セ

ンターの芝生工事がございますが、情報環境整備事業、理科設備整備事業等については、

政権交代に伴って採択等がおくれたためにおくれてまいりました。しかしながら、理科設

備整備事業、市民プール解体整備事業以外については、終了または実施中でございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 大関議員。

○１８番（大関久義君） 議長、再質問をいたします。

１番目の小中学校の児童生徒の通学についてでありますが、通学の方法は、徒歩、路線

バス、スクールバス、自転車等のことでありました。その中で、笠間市の小学校で自転車
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通学児童は259人であり、内訳は１年生25人、２年生30人、３年生50人、４年生38人、５

年生55人、６年生61人の259人であります。市内の14校の中で、半数の７校が自転車通学

をしておりますが、学校ごとで比べてみますと、北川根小学校が71人、岩間第二小学校が

50人、稲田小学校が40人、南小学校が39人等々となっており、その中で一番少ないのは箱

田小学校の17人でありました。自転車通学をしている７校のうち、１年生がゼロ人という

のは、岩間第二小学校と佐城小学校の２校だけであります。岩間第二小学校の場合は２年

生にならないと許可がもらえないとのことでありますが、他の学校では基準をクリアすれ

ば許可になっております。茨城町での死亡事故を考えますと、何か不安を感じるのであり

ます。

記事の中では、自宅から学校までの道のりが４キロを超える児童も多く、この距離を歩

いて通うのは無理、自転車なら30分ほどだが、子どもの足では１時間半はかかる。午後４

時下校だと自宅に着くのは５時半、今の季節に真っ暗な道を歩かせることはできないと、

自転車通学を認める理由に、通学距離の長さや不審者対策などの防犯面を挙げた、と書か

れておりました。私も同感であると思います。

しかし、小学校１年生の小さい子どもたちが自転車の後ろに重いランドセルを乗せて時

々ふらふらとしながら通う姿を目の当たりにすると、気が気でないのであります。保護者

や地域の方たちによる安全対策もなされているようでありますが、笠間市としては今後こ

の自転車通学についてどうとらえ、考えていくのか、再度お伺いいたします。

また、バスでの通学者については、小学校で159人、中学校で１人の利用状況でありま

した。意外と少ない気がいたします。路線バスを利用するわけでありますので、路線より

外れる児童やバスの停留所が遠い児童には利用されにくい面があり、限られてしまうのか

もしれません。しかし、遠距離通学費補助金として400万円をバスと自転車に補助してい

ることを考慮すべきであると思われますのが、執行部のお考えをお聞きいたします。

そして、これからは児童生徒数もだんだん減少していくわけであります。笠間市でも生

徒数がピーク時の６割に減少し、今後10年間にはさらに２割以上減少するとの報告をされ

たわけであります。そのようなことを想定した中では、笠間市でもこれからは真剣にスク

ールバスでの通学も検討をすべきではないかと思われます。笠間市の中では、現在二つの

小学校、東小学校と南小学校がスクールバスを利用しておられるようでありますが、これ

はどのような形で運用されているか、あわせてお伺いいたします。

次に、第２点目の地域活性化・経済危機対策臨時交付金については、細かい答弁をいた

だきました。その中で、海洋センター芝生整備事業がスポーツ振興課担当になっておりま

す。その費用が759万円でありますが、岩間海洋センターのグラウンドの一部を芝生広場

として多目的な利用を図るとのことであります。その芝生整備面積は1,800平米となって

おります。この岩間地区の海洋センターのグラウンドの芝生につきましては、岩間地区よ

り以前より要望がなされ、懸案となっていたところでもありました。野球ができるグラウ
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ンドのある設備の南側を指しているのかなと思われますが、サッカー場に使用できるのか、

多目的とは何を指しているのかをお尋ねいたします。

海洋センター芝生整備の工事は発注がなされたようでありますが、どのように整備する

のか。暗渠排水もその工事に含まれているのか、お尋ねしたいと思います。

といいますのは、あの南面を指しているとすれば、あそこは水はけが物すごく悪いんで

す。手前のグラウンドはすばらしいグラウンドであります。排水がきちっとなされていな

いと芝生を張っても芝生がもたない、そういうような懸念もございますので、お尋ねをい

たします。

以上、２点お伺いいたします。

○議長（市村博之君） 教育次長深澤悌二君。

○教育次長（深澤悌二君） 大関議員の再質問にお答えいたします。

自転車通学についてどう考えているのかという再度のご質問でございますが、自転車通

学については、先ほど答弁いたしましたが、学校の統廃合により自転車通学を希望する児

童生徒に対して認めてきた経緯もあり、やむを得ないものと考えております。低学年の自

転車通学については、特に注意を払う必要がございますので、今後とも、許可に当たって

は、十分なる運転技術等の確認や安全指導を行った上、許可をしてまいりたいと考えてお

ります。

また、スクールバスでの通学を検討すべきとのことでございますが、現在審議していた

だいております市立学校適正規模・適正配置検討委員会の中でも議論されるものと思って

おりますが、各学校とも同一時間に授業が開始され、また下校の時間がそれぞれ違うなど

の問題、また多額の費用も予想されますので、費用負担の問題もございますので、今後の

検討課題とさせていただきたいと思います。

また、スクールバスの現状で、東小と南小ということでございますが、路線を決めまし

て朝夕往復１回行っております。そういうことでございます。

また、経済活性化対策の中で海洋センターの芝生整備事業のご質問がございましたが、

芝生整備に当たっては暗渠排水を行い整備する予定でございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 大関久義君。

○１８番（大関久義君） 再々質問をいたします。

笠間市内の小中学校の児童生徒の通学の方法について、スクールバスも含めてお聞きい

たしました。その中で、いろいろな問題がありますが、特に力を入れていかなければいけ

ないのは、今、次長が申しました小学校の低学年、いわゆる１年生、２年生の児童たちの

自転車通学であると思われます。自転車通学では、それぞれの学校において児童の運転技

術や安全に対する指導、講習などを行った上許可を与えているとは申せ、小学校の低学年

においては、体の成長も個人差が大変ございます。１年生は特に差があるように思われる
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のであります。登校のときは、先輩の高学年生が先頭と最後尾について集団登校を実施し

ていることと思いますが、下校のときは、先ほど答弁がありましたとおり１年生、２年生

の児童の帰る時間が早まってきます。自分たちだけで、１年生、２年生だけで帰ってきて

いるのではないかと思います。そのような状況を考えた中で、スクールバスの問題をぜひ

取り上げていただきたいと思うのであります。

保護者の皆さんからは、幼稚園などではバスの送迎が行われております。幼稚園でやっ

ているのだから、できるのではないかという声も聞かれております。全体ではなかなか大

変だと思いますので、１年生、２年生の児童だけでも対象として考えてみてはいかがかと

思いますので、お伺いをいたします。

また、学校規模の適正化についての検討委員会を組織したところであります。そういっ

た会議でも検討していくということでありますので、よろしくお願いしたいと思っており

ます。

笠間市もだんだんと少子化になっていく中、笠間市の大切な宝である子どもたちが事故

等に遭わないようにしていきたいと思いますので、ぜひそのお考えをお聞きいたしたいと

思います。

また、通学路についてでありますが、一律の基準はないということであり、文部科学省

から通達が出されているのを参考にして、各学校に指導しているということでありました。

安全については、道路の問題にも大きく影響されてくると思います。児童たちや生徒たち

が通学路としている道路のほとんどは、幅員も狭く、大型の自動車が通るときは片側に寄

り、立ちどまらなければならないような状況にあると思われます。一番危険な時間帯、朝

の登校時であると思います。その時間帯は、また同じく通勤の時間帯とも重なってきます。

一部のところにおいては、車の進入を制限して安全を最優先しております。笠間市におい

ても、そのような地域を各学校の通学路をもう一度見直していただきたいとともに、車の

進入を制限するような措置ができないか検討をしていただきたいと思いますので、お伺い

いたします。

次に、地域活性化・経済危機対策臨時交付金については、４のその他の事業の中で、緊

急対策コミュニティ助成事業費が挙げられました。この事業では、従来の補助率でありま

すと３割の補助、いわゆる７割は受益者負担ということでコミュニティの事業を行わなけ

ればならなかったわけであります。しかし、今回の緊急対策コミュニティ補助事業では、

８割、いわゆる各自治体では２割の負担でコミュニティの事業に活用できる、そういう事

業費でありました。以前より直そうと思い、計画をしていた自治会にとっては画期的な事

業費であり、笠間地区で18件、友部地区で38件、岩間地区で31件の利用があり、全体では

87件であったということであります。この企画をされたことの発想と効果はすばらしいと

思いました。全体では５億5,000万円になったこの地域活性化・経済危機対策臨時交付金

の進捗、50％ということでありますが、我々議会では６月の定例で議決をし、さらに９月
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で補正を組んで実施されているわけでありますので、私が思っていたのは70からいってい

るんじゃないかなと思ったわけでありますが、ちょっと遅い、そういうふうに感じました。

しかし、この臨時交付金の成果については理解をいたしました。

また、そのほかにも市民、住民の方からの要望もたくさん寄せられております。政権の

交代もあり、先がまだ見えてきておりませんが、平成22年度の予算編成につきましても、

そのような部分を組み込んでいただきますようお願いをいたすとともに、再度の質問の答

弁もお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。

○議長（市村博之君） 教育長飯島 勇君。

○教育長（飯島 勇君） 大関議員の再度のご質問にお答えいたします。

子どもたちの通学、特に自転車通学については、私どもも大変心配しているところでご

ざいます。ただ、これには、先ほど申しましたように、統合したり学校を建てかえたりし

たときの地域の方たちとの条件という形で導入されたところがほとんどでございまして、

そういう方たちとの話し合いというものも当然必要になってまいります。また、そのとき

と交通状況が変わっているというのも事実です。

したがいまして、私どもも、今のところでは、各学校に子どもたちの安全指導について

充実を図るというようなことでの指導でやっておりますが、先ほどスクールバスというこ

と、実はスクールバスについては何度か検討したことがございますが、まず時間帯と人数

と、それから登下校、幼稚園の場合は来たときからスタートですから、１台で幾つも回れ

るわけです。小学校はスタートが一緒ですので、複数の学校を順次回るということはどう

してもできない。そうすると、一つの学校に配置をしていくというふうになってくると、

その費用は莫大なものに今のところなっております。そういうようなことも、これからの

時代を見据えて検討課題であるという認識はございます。

また、車の進入をあの時間帯だけということですが、笠間小学校では実施している場所

がございます。そういうことは、他の課と、それから関係部署があると思いますので、ま

た学校ども、それから地域の方たちがそこを通りにくくなるということもありますので、

検討課題として受けとめさせていただきます。

○議長（市村博之君） 大関久義君の質問を終わります。

次、６番鈴木裕士君の発言を許可いたします。

○６番（鈴木裕士君） 議席番号６番鈴木裕士です。通告に従い、質問いたします。

まず、第１番目は失業に関する質問であります。

昨年の９月、リーマンブラザーズの経営破綻によりまして世界同時不況が発生いたしま

した。これは今もって暗い影を引きずっており、先般のドバイショック、これによって一

段と深刻さが増加するものと思われます。政府はデフレ宣言をし、一部にはデフレスパイ

ラルに陥るという報道もなされている最近の経済情勢であります。完全失業率は、ことし

の１月から７月にかけふえ続けて、８、９、10と若干減少してきているものの、10月現在
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でも5.1％と、ここしばらくの間見られなかった高い数値を示しております。

県内の景気そのものは、やや上向いているという報道がありましたけれども、雇用統計

の一つであります有効求人倍率、これは仕事を探している人１人当たり何件の求人がある

かの数値ですけれども、茨城県をとってみますと、１月時点で0.62と、全国的に23番目に

位置しておりました。ただ、ことしの９月時点では0.37、つまり職を探している人が10人

いるとすれば求人は４人もいない状態で、全国で33位と大きく順位を落としており、より

深刻な状態になっていることは明らかであります。

昨年末からことし初めにかけては、国の緊急雇用対策を受けて、民間企業でさまざまな

形での雇用の確保を行っているとのことでありました。笠間市としても、長期、短期の採

用したことは伺いましたけれども、先ほど述べましたように雇用情勢も部分的に改善の兆

しがあるものの、同時不況以前の状態にははるかに及ばない環境にあります。

そこで質問でありますけれども、その後の笠間市による臨時雇用はどのようになってい

るのか。今年度に入ってから月別に１年未満の短期の雇用の人数、それから１年以上の長

期雇用の人数がどうであるのか、これはわかる範囲で結構です。

それから、笠間市にあるハローワーク、ここでの60歳前の直近の求職人数、これはどれ

ぐらいになるのか、回答をお願いします。

それから、２番目の質問いたしまして、先般、茨城県は、会計検査院により農水省と国

交省所管の補助事業の事務費について、６年間で２億4,000万円強の不適正経理が指摘さ

れたことを発表いたしました。21年度の予算額１兆766億円から見れば非常に低い割合で

あり、私的流用や使途不明がなかったのは幸いでありますけれども、それでも貴重な公金

の使用が目的から逸脱していることは、県民感情としても納得がいかない部分があります。

私は、以前の一般質問で、内部監査制度をとるべきである旨提言いたしましたけれども、

国の対応を見てからとの回答に終わりましたので、やや別の観点から質問、提案をいたし

ます。

地方自治法で、市町村には３人または２人の監査委員を置くこととなっているようであ

りまして、そのうち２名ないし１名は議員以外からで、法令によりますと、人格が高潔で

普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関しすぐれた識見を有

する者、このような方を議会の同意を得て選任することとなっております。現在、笠間市

の議員以外の監査委員は条例で１名おり、過般の選任同意をするときに職業は税理士との

紹介をいただきました。

そこで質問でありますけれども、一つとして、議員以外の監査委員を選ぶに当たって基

準を何に置いたのか、何を期待して選任したのか。二つ目として、現在の監査委員につい

てどのような実績を考慮したのか、回答をお願いします。

それから、差し支えない範囲で結構ですので、ほかにも監査委員候補者がいたとすれば、

候補者は何名いて、どのような職業の方がリストアップされたのか、回答をお願いします。
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３番目の質問に入ります。

当市でも企業誘致推進室が設置され、活動が展開されているようですが、今のところこ

れといった成果はないようであります。長引く不況と産業の空洞化、これでもって急に成

果を求めることは酷な点もあり、また、急いては事をし損じるという言葉がありますよう

に、私も性急に成果を求めるつもりはありません。しかしながら、遅くなるより早いにこ

したことはありませんので、質問いたします。

まず、一つとして、企業誘致推進室が対象としている土地のセールスポイントと、ほか

に比べての優位性、これは何なの。２番目として、これまでにとってきた誘致策はどのよ

うなことがあるのか。３番として、該当物件について誘致に当たってのネック、これはど

のようなものがあるのか。

以上で、第１回目の質問を終わります。

○議長（市村博之君） ここで暫時休憩いたします。

15時０分に再開いたします。

午後２時４８分休憩

午後２時５９分再開

○議長（市村博之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

市長山口伸樹君。

〔市長 山口伸樹君登壇〕

○市長（山口伸樹君） 鈴木（裕）議員の質問にお答えをいたします。

まず、選任の基準を何に置いて何を期待したのかというご質問でございますが、地方自

治法第196条第１項の規定によりまして、監査委員は、普通地方公共団体の長が議会の同

意を得て、人格が高潔で普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営

に関してすぐれた識見を有する者とされております。

また、監査委員の方には、公正で、合理的、かつ能率的な市の行政運営確保のため、違

法不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって市の行政の適法

性、効率性、妥当性を認証していただくことでございます。

現在就任している監査委員のどのような実績を考慮したかということの質問でございま

すが、一人につきましては、茨城県総務部地方課長や県商工会連合会専務理事、県総合健

診協会県西センター長などを歴任され、退職された方、もう一人については、関東信越税

理士会水戸支部支部長を退任され、現在は関東信越税理士会理事の方でございまして、財

務管理、経営管理、行政運営に精通し、すぐれた識見を有する方と判断しております。

三つ目に、ほかにも監査委員候補がいたとすれば、候補者は何名いて、どのような職業

の人がリストアップされたかという質問でございますが、監査委員制度につきましては、

合併時は２人体制でございまして、行政分野に精通している識見委員と議員委員の２名に
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おいて監査を実施しておりましたが、19年度から、監査委員制度の強化を図ろうと、より

専門的な立場からの意見をいただくために税理士協会にお願いし、推薦をいただき、委員

１名を増加したところでございますので、候補者は何名かというと、１人でございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 市長公室長青木 繁君。

〔市長公室長 青木 繁君登壇〕

○市長公室長（青木 繁君） ６番鈴木裕士議員の失業・雇用問題、それから企業誘致に

つきましてお答えいたしたいと思います。

まず、１点目の失業・雇用問題の中で、今年度に入ってからの笠間市としての短期雇用

者の月別人数ということでございます。臨時職員と緊急雇用によります人数についてお答

えいたします。

まず、４月でございます。確定申告関係で12名、そして緊急雇用では不法投棄関係で１

名、合計で13名。５月に移りまして、同じく確定申告で12名、そして緊急雇用で不法投棄

１名ふやしまして２名、合計で14名。それから、６月に入りまして、緊急雇用で７名、７

月で緊急雇用で９名。そして、８月には、夏休み期間の児童クラブ関係で12名、統計業務

で２名、そして緊急雇用で25名、合計で39名でございます。９月入りまして緊急雇用で10

名、10月に入りまして緊急雇用で12名、そして11月で緊急雇用で14名、12月に統計業務で

１名、それから緊急雇用で17名、合計で18名でございます。９カ月間で、延べ人数にしま

すと136名、そのうち緊急雇用97名が含まれておりまして、月を平均しますと15名となっ

てございます。そのほか、保育所や図書館、それから給食センター、学校の用務員さん、

幼稚園の教諭、これらの嘱託職員を入れますと、全体で月293名というような状況でござ

います。

続きまして、企業誘致の現況についてということで、まず１点目が、対象としている土

地のセールスポイントと、ほかに比べての優位性は何かとのご質問でございます。

まず、笠間市開発公社で分譲しております笠間東工業団地、これは分譲面積が7.4ヘク

タールございます。平米当たり9,500円という低価格と周辺の自然環境であります。また、

固定資産税免除等の優遇制度、あるいは契約に結びついた場合に報償をお支払いする紹介

制度がございます。

次に、市で分譲している稲田石材団地、分譲面積は0.9ヘクタールでございます。これ

につきましては、工場を立地する場合に必要な緑地25％を石材団地の外周に設置してある

関係すべての敷地を、0.9になりますけれども、有効に活用できる状態になっております。

それから、茨城県で整備しております茨城中央工業団地、笠間地区でございます。第１

期分譲の18ヘクタールにつきましては、常磐自動車道と北関東自動車道のジャンクション

に接しまして、隣接の友部サービスエリアに設置されたスマートインターチェンジからダ

イレクトに乗り入れが可能であるなど、広域交通を活用した複合産業団地となっておりま
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す。

これまでにとってきた誘致策はどのようなことがあるのかとのことでございますが、内

部で企業誘致戦略プランを策定しまして、これに基づき、さまざまな企業誘致を展開して

いるところでございます。それから、茨城県との共催で、東京を中心とした企業の方々に

笠間市に来ていただき、市内の工業団地を紹介する茨城産業視察会を毎年実施しておりま

す。また、関東を中心とした製造業者1,000社を選定いたしまして、アンケート調査を実

施しております。同時に、ＰＲ活動を展開しながら、可能性が若干でもある企業へ定期的

に訪問などもしております。さらに、インターネットを活用し独自にホームページを掲載

しているほか、民間のサイトにも笠間東工業団地の情報を掲載するなど、全国の企業へ向

けて情報も発信してございます。

それから、誘致に当たってのネックはどのようなことがあるのかということでございま

すが、昨年来続いております世界的な経済状況の悪化を受け、企業のほとんどが設備投資

や新規事業への展開がままならない状態になっていること、笠間東工業団地はインターチ

ェンジから遠いなどの立地条件が影響していると考えられております。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 産業経済部長岡井俊博君。

〔産業経済部長 岡井俊博君登壇〕

○産業経済部長（岡井俊博君） ６番鈴木裕士議員のご質問にお答えいたします。

笠間市にあるハローワークでの直近の求職者人数で60歳前の数はどのぐらいかというこ

とでございますが、ハローワーク笠間に確認いたしました最新の雇用情勢では、笠間管内

における10月期の全新規求職者数は458名で、前年同月比約33.9％増加しております。12

カ月連続の増加となっております。ご質問の60歳前新規求職者数は、10月期では414名と

なっており、全新規求職者数同様、前年同月比約32％の増加となっている状況でございま

す。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 鈴木裕士君。

○６番（鈴木裕士君） ２回目の質問に入ります。

まず、雇用の問題でありますけれども、ことし３月の定例会における一般質問で、私は、

今のように景気が悪化している状態では、雇用は単なる労働問題ではなく、社会問題、経

済対策の問題ということで、笠間市としても、もっと長期の、もっと多数の雇用を訴えま

したが、当初の予定に基づき、きめ細かく対処していくという回答でありました。

しかしながら、当時と現在を比較してみますと、雇用に関するもろもろの数値、これは

さらに悪化しておりまして、卒業を目前にして就職先が決まらずに将来に希望を持てない

若者、住宅ローンの返済ができずに住居を手放さざるを得ない方、子どもさんの教育に支

障を来す方など、経済的にせっぱ詰まった方が数多くおいでになります。
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市の財政が悪化するということは、歓迎すべきことではありませんけれども、しかしな

がら、財政をよくすることにのみ頭を奪われて、生活困窮者が増加するようでは本末転倒

であり、行政自治体の存在する意義がありません。住民の生活が成り立ってこそ、自治体

が自治体としての役割を果たしていると言えるのではないでしょうか。今、数十年に一度

と言われる不況で企業の雇用が冷える中、前にも主張しましたように、行政が労働の受け

皿になる役割を果たさなければ、住民の生活確保、地域の活性化を図ることはできません。

一方、今回の人事院勧告に基づく給与改定によりまして、約１億円の予算が浮くことに

なるわけであります。そこで、提案を兼ねて質問いたしますけれども、給与改定によって

発生する資金、これを市の臨時雇用者の財源、これに回して雇用をもっと多くすることが

できないものかどうか、回答をお願いします。

それから、二つ目の監査委員の問題でありますけれども、税理士に関しては税理士法が

あります。その第１条、税理士の使命が載っていますけれども、一部抜粋となりますけれ

ども、税務の専門家として納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義

務の適正な実現を図る、ということになっております。それと、第２条の税理士の業務で

も、大体同じようなものが載っております。

それで、注意していただきたいのは、この税理士法については、法律上税理士の使命と

業務、ここには監査という文言は入っておりません。もちろん税務署職員を経て、あるい

は税理士試験という難関を突破して税理士になっているからには、自治体の監査を行うに

足りるすぐれた識見、経験、これを有していることは間違いないでありましょう。

一方、監査という職務を担当する業種に、公認会計士がおります。その根拠法として公

認会計士法がありますけれども、この第１条に、公認会計士の使命が載っております。ち

ょっと抜粋になりますけれども、公認会計士は、監査及び会計の専門家として会社等の公

正な事業活動、投資者及び債権者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する、

こういった文言がうたってあるわけですね。いわゆる税務に関する調査もしくは立案、こ

ういったことも第２条で掲げてありますけれども、監査という業務、これは公認会計士の

分野であると私は考えます。

そこで質問でありますけれども、現在の監査委員の任期が終わって、次の監査委員を選

任するに当たっては公認会計士を監査委員にすべきと考えますが、いかがでございましょ

うか。

それから、三つ目の企業誘致の件でありますけれども、１年ほど前だったと思いますけ

れども、橋本知事とほんのわずかな時間話す機会がありました。私は、県の工業団地、こ

れは販売価格が高過ぎる、金利負担、あるいは立地後の税収、雇用、こういったことを考

えれば大幅に価格を下げるべきであると申し上げたんですが、知事は、周りがうるさくて

との回答でありまして、販売価格を下げる意思は感じられませんでした。売れ残ったあげ

く、この結果が大幅な価格下落、それでもって帳簿上の損失は増加する一方であります。
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多額の金利負担を余儀なくされているというのが現状であります。

民間では、ここ数十年、固定費の圧縮が叫ばれまして、自社ビル売却も珍しくない状態

であります。ましてや売れない物件は、多額の損失を計上してでも早く手放すのが常識と

なっております。

そこで質問でありますけれども、笠間東工業団地、これは中央工業団地の平米当たり３

万円台という分譲価格に比べれば確かに格安ではありますけれども、販売価格の引き下げ、

あるいは長期の賃貸方式、こういったものは考えているのか。また、あるとすれば相手に

条件として提示したことがあるのかどうか。

それから、２番目としまして、茨城中央工業団地、これが企業推進室の取り扱いになっ

ているということなものですから伺うのですけれども、当該物件の販売価格の引き下げ、

これを県と交渉したことがあったのか。また、つい最近の新聞報道によりますと、中央工

業団地は18％の値下げを実施するということでありましたけれども、私に言わせればまだ

まだ高いと言わざるを得ない状態であります。県に対してさらなる値下げ交渉をし、早期

に企業誘致を図るべきと考えますが、いかがでございましょうか。

以上で、第２回目の質問を終わります。

○議長（市村博之君） 市長山口伸樹君。

〔市長 山口伸樹君登壇〕

○市長（山口伸樹君） 鈴木（裕）議員の質問にお答えをしたいと思います。

現在の税理士の委員の方の任期は、23年の３月31日までございます。残り１年数カ月あ

る中で、後のことを議論するのは失礼かなと思っております。ただ、会計士がいいのか税

理士がいいのかというのはいろいろな意見があろうかと思いますが、私としては、現在の

税理士の方が十分役割を担っていただいているというふうに考えております。

○議長（市村博之君） 総務部長小松崎 登君。

○総務部長（小松崎 登君） 鈴木（裕）議員の２回目の質問にお答えをしたいと思いま

す。

失業・雇用問題ということでございまして、人事院勧告によります給与の改定で浮く１

億円を超える金額で、臨時雇用をより多く確保すべきじゃないかというようなご質問でご

ざいます。

失業・雇用問題につきましては、現下の経済状況の中では最重要課題であるということ

は私も認識をいたしております。しかし、今回の給与の改定つきましては、民間との期末

手当支給額等の格差を考慮いたしまして、人事院勧告に基づきます引き下げでございまし

て、財源確保を主眼として実施するものではございません。しかし、年度途中におきまし

て歳出の予算の減額がある場合におきましては、他の事業の財源としての振り分け、今般

の一般会計の補正内容のように障害者の自立支援給付事業、それから南友部平町線の道路

整備事業等の一般財源として有効活用するほか、現下の経済情勢を反映いたしました市税
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の法人税、これが9,500万円ほど減額となっておりますけれども、このような一般財源の

減収を補う形となったものでございます。

また、本年度当初予算から一般財源を補うために、財政調整基金から多額の繰り入れを

いたしております。この基金につきましては、今後、市の健全財政を維持していく上で必

要不可欠なものでありまして、今般の一般会計補正予算では、歳入歳出の調整からこの基

金からの繰入金を減額いたしまして、財政調整基金の確保を図っているところでございま

す。

なお、政府は、この８日に、円高、デフレによります景気回復を目標にしまして、六つ

の分野で構成する経済対策というのを閣議で決定しております。その六つというのは何か

ということでございますが、まず雇用、二つ目に環境、三つ目が景気、四つ目が生活安心

の確保、五つ目が地方支援、六つ目が国民潜在力の発揮ということでございます。合わせ

まして７兆2,000億円の第２次補正ということで、今、予算案を策定したところでござい

ます。

本市におきましても、この国の補正に合わせまして可能な限り雇用の確保につながるよ

うな事業の展開をしてまいりたいと考えているところでございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 市長公室長青木 繁君。

○市長公室長（青木 繁君） 鈴木（裕）議員の再質問にお答えいたします。

まず、対象物件の価格についてということでございます。笠間東工業団地について、賃

貸方式は考えているのかということでございます。現在の経済状況の悪化によって土地を

一括購入できない企業や土地を購入しない方針の企業向けとして、県内では13の工業団地

でリース方式を導入しておりますことから、笠間東工業団地におきましても、今後、理事

会等を開催しながらリース方式について検討をしていきたいと考えております。

それから、茨城中央工業団地が取り扱い対象の場合ということに限定なんですが、販売

価格の引き下げを県と交渉したことがあったのかということでございます。造成済みの団

地であれば、販売価格が設定されており、引き下げを検討することが可能でございますが、

茨城中央工業団地は、企業の計画に合わせて土地の区画及び単価を設定して公募を実施す

るオーダーメード方式としており、販売価格が設定されていないため、価格についての協

議はいたしておりません。

また、笠間市として再引き下げを要望するという考えはどうかということでございます

が、県は、11月24日に県及び県の開発公社が行った造成済みの工業団地の大幅値下げを発

表いたしました。

なお、笠間地区のオーダーメードの工業団地の分譲価格につきましても柔軟な運用を図

るとしており、新たに企業用地取得費を10％から30％補助する企業立地促進補助制度を創

設するなど、企業が立地しやすい環境づくりに努めていることから、価格の引き下げにつ
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いての要望は控えたいということで考えております。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 鈴木裕士君。

○６番（鈴木裕士君） 先ほど市長の方から、監査委員の選任、時期尚早ということ、そ

れと仮に時期が来ても今のままでというお話がありました。

ちなみに、先ほど最初の話で、県の会計に不適切な問題があったという例を出しました。

それを出したのは、現在、県の監査委員、これも県職員上がりの方が１名、それから税理

士上がりの方が１名という構成だそうであります。そのような方で本当に適正な監査がで

きるのかということの結果が、先ほどの不適正な経理ということにあらわれているんじゃ

ないかなという気がいたします。実際、私も決算委員という立場に立って、いろいろ決算

書類チェックしたわけですけれども、やはり改めてもらいたい部分はかなりありました。

これは一部の行政の担当者の方に主な大事なところだけは申し述べたわけですけれども、

そういったことから、監査委員の職種、これを変えるべきということを申し上げた次第で

あります。

それから、企業誘致の問題ですけれども、これ、現在市役所で備えているパンフレット

であります。この見開きの中に、笠間東工業団地が載っております。これで、まず最初、

水戸ＩＣへ11キロメートル、北関東自動車道へもさらに便利ということで、大分前につく

った、これが今もって改正されておりません。それで、このパンフレットだけかなと思っ

て、インターネットで調べてみました。インターネットで見ますと、やはり工場誘致に関

してこれと同じ画面が出てくるんです。このパンフレットをつくるにはそれ相応のお金が

かかるかと思います。ただ、インターネットの画面を変えるということは、そう大きな負

担をかけないでもできるんじゃないかなと。それだけ工場誘致、あるいは企業立地を誘致

するということに対して、どれだけ熱意があるのかなということを多少疑ったために以上

のような質問をしたわけです。

それから、このパンフレットの中で、一番最後の記事に、大地震、噴火がなく、気候に

も恵まれていますと。一番最後なんですね。私が一番セールスポイントとして挙げたいこ

とは、この笠間地域、よその地域に比べると、ここにありますよね、地震がないこと。自

然災害、いわゆる台風などがないこと。地震の中でも特に岩盤が強固だ。それと、この前

の質問で回答がありましたように、いわゆる活断層がないということは物すごいセールス

ポイントになるかと思います。ただ一つ、原子力施設がそう遠くないところにある、これ

だけがネックになるわけですけれども、この地震に強い、自然災害がないということに対

しては、もっと大きくＰＲして、特に首都圏の方にＰＲすべきじゃないかなという気がい

たします。

私が前勤めていたときに、いわゆる書類を格納する会社、会社のいろいろな使わなくな

った書類があります。ただ、これは法律で保存しなきゃいけない。この会社というのは、

－９９－



以前は会社のすぐ近くの倉庫会社、あるいは自分の会社の地下倉庫に眠らせておいた。と

ころが、途中から、ある会社が提案してきました。それによりますと、埼玉県の寄居町、

池袋から75キロ、１時間半以上、長瀞の近くで、そこからまたタクシーで15分、こういっ

たところに倉庫会社をつくっております。なぜかと聞きましたら、地震がない、岩盤が丈

夫だと、そのために立地しましたと。これは大分以前の話ですから、現在もこういった立

地の条件というものが通用するとは思いませんけれども、やはりこのセールスポイントの

一番最初に挙げるべきこととして私は感じておりますので、今後の誘致活動展開に当たっ

ては、その辺も十分注意していただければと思います。

それと、雇用の問題については、やはり行政に当たって一番念頭に置いてこれから取り

組むべきかと思いますので、その辺のことについては今後ともよろしくご配慮のほどをお

願いして、私の質問を終わります。

○議長（市村博之君） 鈴木裕士君の質問を終わります。

散会の宣告

○議長（市村博之君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

なお、次の本会議はあす午前10時から開きますので、ご参集ください。

大変ご苦労さまでした。

午後３時２８分散会

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する

笠間市議会議長 市 村 博 之

署 名 議 員 藤 枝 浩

署 名 議 員 鈴 木 裕 士

－１００－
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